
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法制審議会 

刑事法（再審関係）部会 

第１２回会議 議事録 
 

 

 

 

 

 

 

第１ 日 時  令和７年１２月２日（火）   自 午前 ９時３１分 

                       至 午後 ０時２４分 

 

第２ 場 所  法務省大会議室 

 

第３ 議 題  １ 審議 

         ・「再審請求審又は再審公判における被害者参加」 

         ・「再審開始事由」 

         ・「弁護人による援助」 

        ２ その他 

 

第４ 議 事 （次のとおり） 
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議        事 

 

○今井幹事 ただいまから、法制審議会刑事法（再審関係）部会の第１２回会議を開催いたし

ます。 

○大澤部会長 本日は御多忙のところ御出席くださり、誠にありがとうございます。 

  本日、後藤委員、酒巻委員、井上関係官、寺田関係官はオンライン形式により出席されて

います。なお、後藤委員、酒巻委員は所用のため途中で退出されると承っております。ま

た佐藤委員、平城委員は欠席されています。 

  それでは、本日の議事に入りたいと思いますが、それに先立ちまして、第９回会議におい

て鴨志田委員、村山委員及び田岡幹事から御提案がありました、更なるヒアリングの代替

措置に関して、鴨志田委員から御発言があると伺っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○鴨志田委員 福井女子中学生殺害事件に関しましては、直近で再審無罪が確定した事件とい

うこともあり、是非ともヒアリングを実施すべきであるということを私どもの方で御提案

を差し上げていたところ、時間的な問題があり、ヒアリング自体の実施は難しいけれども、

それに近い形での代替的措置が検討できないかということを部会長の方からおっしゃって

いただきまして、これを受けて、元被告人御本人及び弁護団と、どのような方法が考えら

れるかということについて協議を重ねてまいったのですけれども、最終的に、元被告人が

現在少し体調が悪くて、今回、例えばビデオでメッセージを送るというようなことについ

ては、今の時点では御協力ができかねるというお返事を頂いたものですから、この点につ

いては今回は取下げをさせていただき、福井弁護団からの意見ということに関しましては、

現在、湖東事件、布川事件等の他の事件の弁護団からも意見書、要望書といったものがこ

の法制審の部会に提出をされているところでございますので、それと同じような形で意見

書を提出していただきたいと、弁護団の方からもその意向があるということを伺っており

ますので、まずは、その旨御報告をさせていただきたいと思います。 

  いろいろと御配慮いただきまして、ありがとうございました。 

○大澤部会長 ビデオメッセージ等を頂ける可能性がないかを探っていただきましたけれども、

できなかったということで、残念ではございますが、今御発言にあったような御要望があ

る場合は、追って事務当局を通じて調整させていただければと思います。 

  次に、事務当局から本日お配りした資料について説明をしてもらいます。 

○今井幹事 本日は、配布資料１８及び１９をお配りしております。これらは、１巡目の議論

において、それぞれの論点に関し、委員・幹事の皆様から示された検討課題等について、

部会長の御指示の下、事務当局において整理したものとなります。 

  配布資料１８は「論点整理（案）」の「４ 再審開始事由」に、配布資料１９は「論点整

理（案）」の「７ 弁護人による援助」にそれぞれ対応しています。 

  本日お配りした資料の御説明は以上です。 

○大澤部会長 本日お配りした資料について御意見、御質問等がある場合には、前回までと同

様、関連する論点についての議論の際に御発言いただきたいと存じます。 

  それでは、諮問事項の審議に入りたいと思います。 

  本日は、まず、前回の会議でお配りした配布資料１７に沿いまして、「再審請求審又は再
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審公判における被害者参加」について審議を行いたいと思います。この論点については、

「第１１」の「１ 再審請求審における被害者参加を認めることとするか」及び「２ 再

審公判における被害者参加に関する規定を改めることとするか」について、全体をまとめ

て審議を行いたいと思います。御意見等がある方は挙手をお願いします。 

○山本委員 まず、再審請求審においての被害者参加を認める必要性についてですけれども、

被害者が、自分が被害に遭った事件について手続が進行している際に、その手続はいつど

のようなやり取りでなされているかを知りたいと思った場合でも、規定がなければ、検察

官の意欲と能力に頼らなければ、それを把握できないという状況にあります。これまでの

被害者の扱いを見れば、法律上の根拠がない場合には、被害者に理解のある裁判官、検察

官、弁護人に当たらなければ、「規定にない」という理由で事情を把握することができず、

これを解消するために被害者の関与を認める規定が設けられてきた経緯があります。 

  そのため、今回再審請求審において期日が設けられるとすれば、その期日において尋問が

行われるとすれば、被害者がその期日に出席をして経緯を直接把握したいと思った場合に、

通知という間接的なものではなく、直接把握できる規定を設けておく必要があります。そ

して、被害者ができる活動として、期日への出席と検察官への意見のみと限定すれば、こ

れを不相当とする事由はないと考えます。 

  この点、再審請求審は、制度上、検察官が全過程に関与するものではないという御指摘が

ありましたが、期日に至れば検察官が関わることが想定されるため、検察官の関与を前提

とすれば、問題は事実上ないと考えます。また、再審請求審は、中間的な一段階という性

質はあるものの、期日が裁判所と再審請求人との間で開かれるのであれば、第８回会議で

御指摘を受けた各制度とは段階を異にするものと考えられ、期日に絞って被害者が関与す

ることは、他の規律と矛盾するものではないと思います。 

  なお、再審請求審は職権主義の下で行われる点で、少年法２２の４の傍聴が参考になり、

私としてはこれに準じてよいとも思いますが、対象が極めて限定的であって、この点に問

題があると考えています。 

  次に、「第１１」の「２」に関してですけれども、被害者参加の施行前の事件の再審公判

手続において被害者参加を認めることについては、第１に、手続が進行していることから

混乱が生じ得ること、第２に、再審公判手続は通常審の公判手続と一体として見るべきも

のであることから否定されたとの御指摘がありました。ただ、この検討は、被害者参加と

いう全く新しい制度が実施される前になされた検討でした。実際に被害者参加の運用が始

まってみると、被害者参加制度自体に混乱を生じさせるような点があるという指摘はなく、

手続の混乱についての懸念は解消されると思います。また、通常審の公判手続との一体と

いう点についても、通常審においても、審議の途中や控訴審の段階からでも被害者参加を

することを認められていることからすれば、再審公判手続に限って手続の途中からの参加

を制限する理由が求められるべきであって、これが見当たらない以上は、施行前の事件に

ついて参加を肯定する方向で検討すべきものと思います。 

  その上で、この点を改正しなければ、一定の事件の被害者が再審公判に参加することは認

められないものであって、自分の事件について、再審公判に参加したいという被害者がそ

の道を奪われることを回避する必要があります。特に日弁連が求めている死刑判決におけ

る量刑に関する事実誤認が再審事由に採用されて、それが遡及的に適用される場合には、
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その事件の御遺族に再審公判への参加を求めるべき強い必要が認められます。 

  なお、公平についてですけれども、確かに既に参加ができなかった過去の再審公判事件の

被害者との関係では必ずしも公平とは言えないものの、それを理由として新しい手段を禁

止するのであれば、新しい手段を獲得する余地がなくなることから、この公平への考慮は

一歩引いて考えざるを得ないものと考えます。 

○大澤部会長 ほかに御発言はございますでしょうか。 

○池田委員 私は、「１ 再審請求審における被害者参加を認めることとするか」の点につい

て意見を申し上げます。 

  第８回会議における宮崎委員からの御説明によれば、検察実務では、被害者等の意向を踏

まえつつ、担当検察官等において、個々の事案に応じて再審請求審における審議経過等の

説明を行うなどしているとのことでありました。そうであるとすれば、再審請求審におけ

る被害者参加を認めることとしなくとも、被害者等は、再審請求手続の経過や帰すうに関

する情報を得ることができるものと思われます。 

  また、私の考えとしても、同会議で述べましたとおり、被害者等は再審の公判手続に参加

することなどが可能であり、それにより、刑事裁判の推移や結果を見守り、これに適切に

関与したいとの心情は十分に尊重されていると考えております。 

  加えて、これも同会議で述べたとおり、再審請求審における被害者参加については、再審

請求審は通常審と異なり、制度上、検察官が審議の全過程に必ず関与するとは限らないた

め、被害者参加を可能とする上で前提ともなるべき、検察官との間での密接なコミュニケ

ーションという基本的な条件が整わないと考えられることや、検察審査会による審査手続

等について被害者参加が認められていないことを踏まえた場合の刑事手続全体としての規

律の整合性という観点からも、慎重に検討する必要があると思われます。 

  ただいまの山本委員からの御指摘の中では、設けられるであろう期日に限って認める限り

では、検察官との関与ということが想定できるのではないかという御指摘がございました

けれども、依然として断片的なものにとどまりまして、手続全体の整合性に与える影響に

ついて、なお十分な説明がなされているとは思われませんので、私としては相当ではない

と考えております。 

○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 

○宇藤委員 私も、「１」の論点について発言をさせていただきます。 

  ただいま池田委員から御発言がありましたとおり、現行法が前提とする被害者参加制度の

立て付け、また再審請求審の構造等を踏まえますと、山本委員が御発言になったような制

度設計は、なかなか難しいのではないかと思っております。配布資料１７の「検討課題」

「（１）」にありますように、正にこの課題については、「前提となる基本的な条件が整

っていない」と考えざるを得ません。仮に、期日制度を前提とした場合には、状況が変わ

るかもしれないとの御指摘がありましたが、そもそも請求審の手続について、公判手続と

比肩し得る期日制度を導入することについては、少なくとも疑問があります。一定の手続

に限って期日を決めて行うことは考えられますが、その際にも、被害者参加人にどのよう

な役割を求めるかは、定かには想像し難いと考えております。 

  以上のところから、再審請求審における被害者参加を制度として設ける必要性については

疑問があると思っております。 
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○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 

○成瀬幹事 私は、「第１１」の「２」について意見を申し上げます。 

  第８回会議で述べたとおり、被害者参加制度は、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図る

ための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」により導入されたものであり、同法の施行の

際、現に係属していた事件の通常審の公判手続及び同法の施行前に判決が確定した事件の

再審の公判手続は、経過措置によって適用対象外とされています。そして、前者の手続に

ついて経過措置が設けられた趣旨は、既に進行している手続に混乱が生じるおそれがある

ためとされ、後者の手続について経過措置が設けられた趣旨は、通常審と再審の公判手続

を一体として見るべきであることによるとされています。 

  これらのうち、まず、前者の手続について、既に進行している手続に混乱が生じるおそれ

があるとされたことには、合理性があると思います。先ほど山本委員から、現状において

被害者参加制度は安定的に運用されているので、混乱は生じないのではないかという御指

摘もありましたが、同法が施行される前は被害者が公判手続に参加することは想定されて

いなかったのですから、同法の施行の際、既に進行している手続に混乱が生じることを避

けるため、適用対象外としたことにはやむを得ない理由があったと考えます。 

  他方、後者の手続について、通常審と再審の公判手続を一体として見るべきという理解は、

刑事訴訟法第４５１条第１項が再審開始の決定が確定した事件について、「その審級に従

い、更に審判をしなければならない」と規定していることと整合するものであると思いま

す。そして、この理解を前提とした場合、仮に、公判係属中に同法の施行日が到来した通

常審の公判手続においては被害者参加を認めない一方で、通常審の判決確定後に同法の施

行日が到来し、その後に行われた再審の公判手続においては被害者参加を認めることとす

ると、たとえ同一日に起訴された事件であっても、判決の確定に至るまでの期間の長短と

いう被害者等の関与し難い偶然の事情により、公判手続における被害者参加の可否が左右

されることとなり、公平を害すると考えられることから、同法の施行前に判決が確定した

事件の再審の公判手続を被害者参加制度の適用対象外としたことについては、政策判断と

して一定の合理性があると考えられます。 

  そのため、これを改め、被害者参加制度の適用対象外とされている事件の再審公判手続に

ついて被害者参加を認めることとする場合には、積極的な立法事実が必要となるように思

われますが、先ほどの山本委員の御意見を踏まえても、現時点において、なおそのような

立法事実は明らかになっていないと思います。 

  第８回会議で述べたとおり、こうした事件の再審の公判手続における被害者参加を認める

こととすると、こうした事件のうち、既に再審公判手続が行われた事件の被害者等と、今

後再審公判手続が行われる事件の被害者等との間でも、公平性の問題を生じかねません。

先ほど山本委員は、新しい措置を採る際には、公平性への配慮は一歩引いて考えるべきだ

とおっしゃいましたが、先ほど申し上げたように、そのような改正をする積極的な立法事

実が十分に示されていない状況において、公平性を害する措置を採ることについては、ち

ゅうちょせざるを得ません。 

  よって、山本委員の御指摘を踏まえても、再審公判における被害者参加に関する規定を改

め、被害者参加制度の適用対象外とされている事件の再審の公判手続における被害者参加

を認めることについては、相当でないと考えます。 
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○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

             （一同異議なし） 

○大澤部会長 それでは、この論点についてはこの程度ということにさせていただきたいと存

じます。 

  次に、本日お配りした配布資料１８に沿いまして、「再審開始事由」について審議を行い

たいと思います。この論点につきましては、まず、「第４」の「１ 刑事訴訟法第４３５

条第６号の規定を改めるか」について、検討課題全体をまとめて審議を行いたいと思いま

す。御意見等がある方は挙手をお願いします。 

○田岡幹事 私は、刑訴法４３５条６号の規定を改めることに賛成ですが、第６回会議におい

て、他の委員・幹事の皆様からいただきました御意見を踏まえて、今回、日弁連改正案と

は異なる案を提案したいと思ってまいりました。具体的には、要旨、「新証拠単独で、又

は旧証拠、あるいは他の全証拠と総合して判断したときに、無罪等を言い渡すべきとき」

という文言にしてはどうかと考えております。 

  理由を説明いたします。 

  まず、「（１）」の「規定を改めることの必要性」ですが、第６回会議において御説明し

ましたとおり、日弁連改正案は、白鳥・財田川決定、すなわち最高裁判所の判例の趣旨を、

解釈上争いのない限度で明確にする趣旨の提案であると理解しております。ただ、第３回

会議のヒアリングで、髙橋正人参考人から、日弁連改正案は６号の要件を緩和するもので

あるという御発言がございました。私が日弁連改正案の作成者に確認しましたところ、そ

れは誤解であって、飽くまで解釈を明確にする趣旨のものであるから、要件を緩和する趣

旨ではないという説明を受けております。もっとも、その趣旨が文言上明確でないために

誤解の余地があると言われれば、それはそのとおりではないかなと思いました。 

  私は、日弁連改正案にこだわっているわけではありませんので、そうであれば、白鳥・財

田川決定の趣旨を、解釈上争いのない限度で明確にする文言を、改めて考えればよいので

はないかと考えております。 

  その上で「（２）」ですけれども、第６回会議において、池田委員、江口委員から、白

鳥・財田川決定の判示の趣旨を一義的に確定すること自体が困難であるという御指摘がご

ざいました。しかし、白鳥・財田川決定の判旨のうち、いわゆる孤立評価説、心証引継説

を否定し、総合評価説、再評価説を採ったこと、及び、総合評価、再評価の際に「疑わし

きは被告人の利益に」の刑事裁判の鉄則が適用されるという点については異論はないと認

識しております。池田委員から、「その認定を覆すに足りる蓋然性」の部分について見解

の相違があると発言されましたが、第６回会議において成瀬幹事の論文を引用しましたと

おり、少なくとも現在では、蓋然性の要件は事実上意味を失っていると理解されていると

認識しております。池田委員も、この点に異論があるわけではないのではないでしょうか。

もし異論があるのであれば、おっしゃっていただければよいかと思います。 

  その上で、第６回会議において、成瀬幹事から、「事実の誤認があると疑うに足りる証拠」

という文言に改めても、明白性の判断方法は明確化されないという御指摘がございました。

また、小島幹事から、「疑うに足りる証拠」という表現が、合理的な疑いという趣旨であ

るということが分かりにくいという御指摘がございました。確かにそれはそのとおりかな

と思いました。刑訴法３３６条にも「疑うに足りる」又は「合理的な疑いを差し挟む」と
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いう文言はありませんので、刑訴法４３５条６号のみ「疑うに足りる」という表現を用い

た場合に、これが刑訴法３３６条の無罪を言い渡す場合と同じ趣旨であるということが読

み取りづらく、誤解の余地があると思いました。 

  既に、私は、第６回会議において、ドイツ及び台湾の立法例を引用して、「新証拠単独又

は旧証拠、あるいは他の全証拠と総合したときに」と書いたほうがより明確になると私も

思いますと発言しておりましたが、今回、その考えを進めまして、日弁連改正案とは異な

る案を提案したいと思います。 

  先ほど申しましたが、「新証拠単独で、又は新証拠と旧証拠、あるいは他の全証拠を総合

して判断したときに、有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑を

言い渡した者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決が認めた軽い罪を認めるべき」と

いう文言にすれば、総合評価説、再評価説を採ったこと、及び無罪等を言い渡すべきとき

であること、つまり刑訴法３３６条と同様に、刑事裁判の鉄則である「疑わしきは被告人

の利益に」の原則が適用されることが明確になるのではないかと思います。 

  念のため申し上げますが、このような文言に改めたときには、「明らかな」という文言は

入りませんけれども、これは白鳥・財田川決定の判示の趣旨を明確にする趣旨でありまし

て、要件を緩和する趣旨ではありません。 

  なお、「（３）」の「上訴理由との整合性」について、第６回会議において、江口委員か

ら、控訴理由や上告審の職権破棄事由との整合性に疑問があるという御指摘がございまし

た。ただ、刑訴法３８２条の「明らかな」という文言は、判決に影響を及ぼすことが明ら

かであるという意味で用いられているわけでありまして、これは、新証拠の明確性とは異

なる意味であります。刑訴法４１１条３号の「判決に影響を及ぼすべき」という文言と、

刑訴法３８２条の「影響を及ぼすことが明らかである」という文言は、表現こそ違えど、

いずれも判決に影響を及ぼすという意味に理解されており、特段の意味があるわけではな

いと理解しております。 

  その上で、無罪等を言い渡すべきときは、当然判決に影響を及ぼすわけですから、刑訴法

３８２条の控訴理由や刑訴法４１１条３号の職権破棄事由との関係で、整合性に問題があ

るとは考えられません。 

○大澤部会長 ほかに御発言はございますでしょうか。 

○成瀬幹事 ただいま田岡幹事から、刑事訴訟法第４３５条第６号に「新証拠単独又は新証拠

と旧証拠、他の全証拠を総合したとき」という文言を加えることによって、証拠の明白性

の判断方法について、総合評価説や再評価説を採っていることを明確化することができる

のではないかという御提案がありました。 

  しかしながら、白鳥決定・財田川決定における証拠の明白性の判断方法に関する判示につ

いては、特に再評価の対象となる旧証拠の範囲について様々な理解があり、判例も固まっ

ているわけではありません。この点については、１巡目の議論において、田岡幹事や他の

弁護士委員の皆様も含めて、共通認識になっているものと理解しております。 

  それにもかかわらず、ただいま田岡幹事が提案された文言では、総合評価の対象となる旧

証拠に限定が付されておらず、むしろ「全証拠」が対象になることを明示しておられます。

このような文言を加えることは、証拠の明白性の判断方法に関する様々な理解のうち、い

わゆる全面的再評価説を前提とする立場に依拠して、刑事訴訟法第４３５条第６号を改正
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したものであるという解釈を招きかねないように思います。 

  先に申し上げたように、証拠の明白性の判断方法について、いまだに確立した理解が存在

しない現状に鑑みますと、御提案のような形で刑事訴訟法第４３５条第６号を改正するこ

とは相当でないと考えます。 

○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 

○鴨志田委員 ただいまの成瀬幹事の御発言に関連して、白鳥・財田川決定の判断の解釈が統

一されていない、いろいろと争いがあるということが、このような田岡幹事の主張する条

文の文言を設けることについて、問題となるのではないかという御指摘であったかと思う

のですけれども、そもそも白鳥・財田川決定そのものは、新旧全証拠の総合評価というと

ころに関して何らの限定も設けていないわけです。その後の調査官解説や様々な評釈の中

で、総合評価の対象となる旧証拠の範囲をめぐって様々な解釈論が展開されているという

ことについては、私も承知をしておりますけれども、少なくとも白鳥・財田川決定の趣旨

を明確化するという意味で、今田岡幹事が提案した形の条文化をするということについて、

そこに不整合という問題が生じるということはないのではないかと思います。 

  加えて申し上げるとすると、この判例の理解に関してなんですけれども、確か昨日全メン

バーに共有をされたと思いますが、机上配布資料になっている研究者からの要望書という

ものが提出されています。見ることができる方は、幾つかの声明とか意見書が一つの固ま

りになって、４６ページの資料になっていると思うのですけれども、その４６ページある

資料のうちの１９ページ以下に、４人の研究者による「再審法の改正に関する意見」とい

う意見書が含まれています。この中で、明白性の判断方法に関する判例を、この部会で援

用するときの方法に問題があるのではないかという指摘がされています。この意見書でい

うと１５ページ、全体の資料の通しページでいうと４６ページの３３ページ以下に詳細な

記述がございます。 

  簡単に言うと、まず判例を踏襲するといっても、今、立法論を議論しているわけですから、

判例の考え方に必ずしも従わなければならないという前提に立つということ自体が、余り

検討されていないのではないかという点が指摘されています。それから、二つ目の問題と

して、ここが一番重要だと思うのですけれども、論点ごとに、この判例の理解に一貫性が

見られないのではないかという指摘があります。今議論している再審開始事由の論点では、

成瀬幹事の御発言のように解釈が固まっていないということで、明文化に困難があるとい

う形での見解が主張されておりますけれども、一方で、証拠開示や証拠の一覧表の開示に

関しては、限定的再評価を取るということが前提とされた意見というのが述べられている

と理解をしています。このような形で論点ごとに、要は、白鳥・財田川決定の解釈が固ま

っていないということが前提とされて主張が展開されている場面と、限定的再評価を採っ

ているということを前提に主張がされているという論点があるということで、この辺りの

整合性ということについて発言をされた方々に、特に３巡目の議論においては、明確にし

ていただきたいと思っています。 

  話を元に戻しますが、白鳥・財田川決定において、再評価説、それから総合評価説を採る、

つまり孤立評価ではないし単独評価でもないというところは、ここは誰にも争いがないと

ころです。その限度で、今田岡幹事が提案された文言によってこの趣旨を明確化するとい

うことは、全く問題がないと思います。また、加えて言うならば、ドイツ法においても、
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また台湾法においても同様の文言、要は新証拠、それ単独でという部分と、又は他の証拠

と総合してという、両方が含まれる形で判決を見直す必要が生じたときには、再審を開始

するという条文になっているという比較法的な観点に立っても、日弁連が従前申し上げて

いた条文案よりは、現在田岡幹事が提案をされた新しい条文案ということになりましょう

けれども、こちらの方が比較法的に見ても妥当ではないかと思います。 

  最後になりますが、田岡幹事の現在御主張されている提案の、「新証拠単独又は旧証拠、

あるいは他の全証拠と総合して判断して」のうち、「旧証拠」とは、確定判決を支えてい

る、言わば確定判決を元から支えている確定審で提示された証拠というものが想定される

と思うのですが、マルヨ無線事件の最高裁決定では、累次の再審にまたがっている場合に

は、過去の再審で提出された新証拠も、新旧全証拠の総合評価に加えることができるとい

う判例があり、これは確立してそのような扱いが採られていると考えますので、この旧証

拠というところについては、いわゆる確定判決を支えている証拠だけではなくて、他の全

証拠の中に含まれるのは、この累次の再審で提示された証拠も含むのだということが、趣

旨として明確になるように、せっかく明確にするための条文を作るんでしたら、そこも加

えた方がよいのではないかと思う次第です。 

○大澤部会長 御発言、他にございますでしょうか。 

○今井幹事 事務当局から申し上げますが、今鴨志田委員が御引用された資料につきましては、

タブレット上では見ることができませんので、今言及された範囲で議論していただければ

と存じます。 

○鴨志田委員 机上配布で共有されている資料なので、それを援用することはできないという

のはどうなのでしょうか。 

○玉本幹事 外部の方からの意見書や要望書につきましては、統一的な取扱いとして、委員・

幹事の皆様には共有させていただいてはおりますけれども、机上配布はしておりませんの

で、そのように御理解いただければと思います。 

○大澤部会長 昨日、事務当局から委員・幹事宛に送られてきた要望書の中には入っていたと

いうことですね。 

○鴨志田委員 ここは非常に重要な御指摘だと思いますので、資料の扱いの仕切りということ

が今おっしゃったようになっているということは承知はしましたけれども、せっかく全メ

ンバーに共有いただいている以上は、是非ここの部分については御確認を頂きたいと思い

ます。 

○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 

○村山委員 ここへきて、日弁連の案と全然違う案を提案するというのはどうなのかと思って

おられるかもしれませんけれども、従前から言っているように、私ども、日弁連の提案と

いうのはもちろん尊重しているわけなんですけれども、この場での議論ですね、これをき

ちんと踏まえた形で議論していきたいと思っておりまして、そして、田岡幹事の提案とい

うのはもちろん、どういうものかというのは我々委員の中でも議論しているわけなんです

けれども、最低限白鳥・財田川決定の趣旨を生かすとすれば、どういうものが考えられる

のかということと、それから、現在の文言よりも、より白鳥決定に即した形の条文にする

というのが本意であります。 

  総合評価の仕方について説が対立しているというのは、これは事実だし、それは否定する
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つもりはないのですけれども、その文言として、新証拠の単独というのと旧証拠という場

合に、その旧証拠を総合的に判断しないという、例えば全証拠かどうかというのは問題あ

るんですけれども、旧証拠を総合的に判断しないという考え方はないと思います。そうい

う意味で、誰にとっても明らかな部分だけで規定を作りたいということと、あと、やはり

私は、刑事裁判の鉄則である「疑わしきは被告人の利益に」というところと、現在の６号

の「明らかな証拠」というのが、やはり語感として非常に、市民の方とお話などしたとき

に、非常に誤解をされているという部分がありまして、そこをきちんと分かるようにした

いです。 

  そこで、「疑うに足りる」とか「合理的な疑い」というのがあるわけですけれども、そう

いうのを入れると、かえってまた分かりにくくなるということで、「無罪を言い渡すべき

とき」、要するに、無罪は犯罪の証明がないときというふうなっているわけでして、それ

が無罪だということで規定を作ったらどうかということだと思います。その明らかだとい

うようなことで、上訴理由とのそごがあるんではないかという指摘については、先ほど田

岡幹事が説明したとおりで、「明らか」というのは「判決に影響を及ぼす」というのにか

かっているということが明らかですから、それは理由はないんだろうと思っていまして、

要は、総合評価説の評価の仕方についての説の対立があるというのを、どのように乗り越

えた形で条文が作れるかということと、あと現在の条文よりもより白鳥決定に即したもの

に条文を改めたいという要望で、田岡幹事のような提案がなされていると理解しています。

そして、私は、田岡幹事の提案に賛成です。 

○大澤部会長 ほかに御発言はございますでしょうか。 

○池田委員 私は「（３）」の「上訴事由との整合性」について意見を申し上げたいと思いま

す。 

  第６回会議において御議論がありましたし、ただいまも田岡幹事や村山委員から御指摘が

あったところですけれども、「明らかな証拠」という文言を、「事実の誤認があると疑う

に足りる証拠」と改めることは、控訴理由や上告審における職権破棄事由よりも緩やかな

基準で再審開始を認めることとなりかねず、通常審よりも再審の方が事実誤認を理由とす

る判断見直しの基準が下がることになりかねず、相当ではないと考えております。 

  先ほど田岡幹事から、無罪を言い渡すべき事実の誤認がある場合は、判決に影響を及ぼす

ことが明らかな事実誤認がある場合に当たるとの御意見が示されたところですが、日弁連

案の文言によればということですけれども、無罪を言い渡すべき事実の誤認がある場合で

はなく、そのような誤認があると疑うに足りる証拠がある場合を再審開始事由とするもの

ですので、その文言自体を控訴理由や上告審における職権破棄事由の文言と比較すれば、

それらよりも緩やかな基準を述べるものと解されますので、やはり相当ではないと考えま

す。 

○大澤部会長 ほかに御発言はございますでしょうか。 

○成瀬幹事 先ほど鴨志田委員が引用された研究者の先生方の意見書において、「法制審のメ

ンバーは、明白性の判断方法に関する判例の理解が一貫していないのではないか」という

指摘がなされている点について、私の考えを説明しておきたいと思います。 

  まず、鴨志田委員が指摘されたように、白鳥決定・財田川決定は、明白性の判断方法につ

いて判示する際に「他の全証拠」と述べており、特に限定を付してはいません。他方で、
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限定的再評価説が、その後の調査官解説や判例評釈等においてのみ主張されているかとい

うと、必ずしもそうではありません。むしろ、その後に最高裁判所が出した判例の中で、

再評価の対象となる旧証拠の範囲を限定する判示が繰り返されています。例えば、マルヨ

無線事件第５次再審請求特別抗告審決定では「新証拠とその立証命題に関連する他の全証

拠とを総合的に評価」と判示され、大崎事件第３次再審請求特別抗告審決定では「（新証

拠の）立証命題に関連する他の証拠」と判示されており、さらに、飯塚事件第１次再審請

求特別抗告審決定では、「新証拠によってある旧証拠の証明力が減殺されたとしても、そ

のことによって他の旧証拠の証明力が左右される関係にないならば、他の旧証拠を再評価

する必要はない」という趣旨の判示までなされています。このように、再評価の対象とな

る旧証拠の範囲を限定する最高裁判例が現に複数存在していることを、指摘しておきたい

と思います。 

  もっとも、白鳥決定・財田川決定の判示を明示的に変更する判断がなされたわけではあり

ませんので、「他の全証拠」と述べた白鳥決定・財田川決定と、再評価の対象となる旧証

拠を限定する複数の判例が併存している状況であり、それは正に判例が固まっていないこ

との証でしょう。 

  それゆえ、明白性の判断方法に関する判例は未だに固まっていないと言わざるを得ないわ

けですが、このような認識を前提としつつも、近時出された複数の判例を見る限り、常に

全ての旧証拠を再評価することが求められるわけではないことが強く窺われますので、そ

のような現在の裁判所の運用により整合的な裁判所不提出記録の閲覧・謄写制度を模索す

ることは何ら矛盾する態度ではないと考えております。 

私は、以上のような判例理解に基づき、各論点において一貫した発言を心がけて参りま

した。 

○大澤部会長 ほかに御発言はございますか。 

  最初に鴨志田委員が言われた点ですけれども、立法論を考える場だから、判例が示してい

る解釈があっても、必ずしもそれに拘束される必要はないのではないかという問題提起が

あることの御紹介を頂きました。この点ですが、再審理由を見直すということは、法務大

臣の諮問において具体的な形で挙げられているわけではありません。その上で、日本弁護

士連合会の委員・幹事から議論が提起されているわけですが、その中でも、現在の判例の

内容をより明確化するという方向での、判例を前提とした御提案がされるにとどまってい

るという状況ですので、それを共通の前提にここまで議論が進んできたということだと理

解しています。 

  現在の判例を前提にしたときにどうなるかというときに、今、成瀬幹事の御発言もありま

したけれども、議論がいろいろ分かれているのではないか、そのときに、一方でそのこと

自体を前提にした議論をすることもあるし、他方で最小限いえることという括りで判例の

傾向を捉えて、それを前提に議論することもあるのではないか、私自身は、今のところ、

これまでの議論をそのように理解していたということでございます。いずれにせよ、改め

て再審理由を一から議論することを必要とするような状況はなかったことから、判例の解

釈を共通の前提にここまで議論が進んできたということではないか、そのように理解して

いるということだけ申し上げておきたいと思います。 

  それでは、更に御発言があればお願いします。 
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○宮崎委員 第６回会議におきまして、田岡幹事から、刑事訴訟法第４３５条第６号の文言に

ついて、最高裁判例の趣旨を争いのない限度で明確にする改正をすべきであり、白鳥決定、

財田川決定が判示した「その認定を覆すに足りる蓋然性」には特段の意味がないというこ

とに異論はないのではないか、との御意見が示されました。今日もそのような御趣旨かと

思います。 

  しかしながら、同会議においても御指摘があったとおり、証拠の明白性の意義について白

鳥決定、財田川決定以降の最高裁判例を見ますと、まず、名張第５次再審請求の特別抗告

審決定においては、「確定判決の有罪認定につき合理的な疑いを生じさせ得るか否かに帰

着する」と判示された一方で、その後のマルヨ無線第５次再審請求の特別抗告審決定及び

大崎第３次再審請求の特別抗告審決定においては、いずれも、「その認定を覆すに足りる

蓋然性」の部分も含めて、白鳥決定、財田川決定と同一の判示を繰り返して判示されたも

のと承知しています。 

  白鳥決定、財田川決定について明示的な判例変更はされておらず、その後の最高裁決定に

おいて「その認定を覆すに足りる蓋然性」という文言が引用されていることを踏まえると、

白鳥決定、財田川決定がどのような趣旨から「その認定を覆すに足りる蓋然性」と判示し

たのかは明らかとは言い難く、この判示の文言に特段の意味はないという解釈が実務的に

固まっていると断定していいのかには、疑問が残ります。 

  また、第６回会議においても議論がありましたように、一般論として、一般国民から見た

ときに法律の文言が分かりやすいものであることが望ましいということを否定するつもり

はありません。しかしながら、田岡幹事からは別案の御提案がありましたけれども、刑事

訴訟法第４３５条第６号の「明らかな証拠」を、日本弁護士連合会改正案のように「事実

の誤認があると疑うに足りる証拠」と改めることについては、そもそも様々な課題がある

上、仮にそのように文言を改めたとしても、日本弁護士連合会改正案の意図するように、

「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則が再審請求審に適用されることが、

文言自体から一般国民にとって分かりやすくなるとも思われないところでありますし、新

たに御提案されたものも同様ではないかと思います。 

  いずれにしても、同号を改正することについての必要性、相当性は、なお十分に説明され

ていないと考えます。 

○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 

○田岡幹事 今ほど私の提案に対して、成瀬幹事、池田委員、宮崎委員から、現在の文言を改

める必要性、相当性がないという御指摘がございましたけれども、少なくとも現在の文言

では、総合評価、再評価をするということが明確になっていないということは、誰の目に

も明らかなのではないでしょうか。普通の人が６号の文言を素直に読めば、「無罪を言い

渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」というわけだから、新証拠単独で見たと

きに、無罪を言い渡すことが明らかかどうかということで判断するんだなと誤解されるお

それがあります。 

  しかし、少なくとも今挙げられました、名張第５次再審請求の特別抗告審決定、マルヨ無

線事件第５次再審請求の特別抗告審決定、大崎事件第３次再審請求の特別抗告審決定でも、

新証拠と他の全証拠、あるいはその立証命題に関連する他の全証拠を総合評価するという

限度では争いがないわけでございまして、これを明文化することになぜそこまで抵抗され
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るのかが、正直よく分からないところでございます。問題は、「他の全証拠」という文言

にした場合に、全面的再評価説と誤解されるおそれが出てくるのではないかということか

と思いますが、私は、あえて全面的再評価説を明文化する趣旨ではないということを繰り

返し申し上げておりまして、「他の全証拠」という場合に、文字どおり全証拠をいうのか、

それとも新証拠の立証命題に関連する他の全証拠をいうのかは、そこは解釈の余地を残し

てもいいのだろうと考えております。 

  ただ、少なくとも新証拠単独ではなくて、新証拠と他の全証拠を総合して判断するのだと

いうことを明らかにすることには、大きな意義があると思っております。 

○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

             （一同異議なし） 

○大澤部会長 それでは、「１」の論点についてはここまでということにさせていただき、次

に、「第４」の「２ 死刑判決について、量刑等に関する事実誤認を再審開始事由とする

か」について審議を行いたいと思います。この論点については、検討課題全体をまとめて

審議を行いたいと思います。御意見等がある方は挙手をお願いします。 

○田岡幹事 私は、日弁連改正案４３５条８号、量刑等に関する事実誤認を再審開始事由とす

ることに賛成しますが、第６回会議における他の委員や幹事の皆様の御意見を踏まえまし

て、少なくとも、刑の必要的減軽事由に関する事実誤認に限って、再審開始事由とするこ

とが考えられるのではないかということを御提案したいと思います。 

  第６回会議でも発言しましたが、日弁連改正案４３５条８号の趣旨は、再審請求審に新証

拠として提出された証拠が、仮に通常審において提示されていたならば、死刑判決が言い

渡されることはなかったであろうという事実が判明したときには、死刑が言い渡された事

件に限って、いわゆる量刑再審を認める趣旨で提案されているものと理解しております。 

  ただ、ここで量刑再審と申しましたけれども、日弁連改正案４３５条８号を見ましても、

刑の加重減免事由に関する事実誤認と量刑の基礎となる事実の事実誤認とが併記されてお

りまして、両者は性質が異なるものですから、「量刑等」として一緒くたに議論すること

は、相当ではないと思います。第６回会議においても発言しましたし、また池田委員から

も御指摘がございましたが、刑の加重減免事由のうち、刑の加重事由及び刑の免除事由に

ついては議論する実益がありません。ここで問題になっておりますのは、刑の必要的減軽

事由を認めるべき新証拠が発見されたとき、これが刑訴法４３５条６号の文言にないもの

ですから、「軽い罪」に当たるということが必ずしも明確でないとしますと、再審開始事

由としなければならないのではないかということが問題になっていると理解しております。 

  具体的には、中止未遂は必要的減免事由ですので、必要的減軽事由に限りますと、心神耗

弱、従犯、身代金目的略取等の公訴提起前の解放、これらが必要的減軽事由ですが、これ

らの事実誤認を認めるべき新証拠が発見されたときを、再審開始事由としなくてよいのか

ということが問題になっていると理解しております。 

  これがなぜ死刑事件において特に問題になるかといえば、刑法６８条によって、死刑を減

軽するときは無期又は１０年以上の拘禁刑に減軽されることから、刑の必要的減軽事由が

認められるときは、本来は死刑を言い渡すことができないので、特に問題が大きいことか

ら、再審開始事由とする必要性が高いということでありまして、これは本来死刑に限った

問題ではないということを、既に第６回会議において発言していたところでございます。 
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  その上で、「（２）」の再審開始事由とすることの相当性について考えますと、池田委員

から、死刑についてのみ量刑等に関する事実誤認を再審開始事由とすると、不公平、不均

衡な帰結となるという御指摘がございました。私は、死刑は特別な刑罰だと考えておりま

すので、死刑に限って量刑再審を認めたとしても、問題はないとは考えますが、仮に公平

性、均衡性ということを重視するのでしたら、刑の必要的減軽事由の事実誤認を刑訴法４

３５条６号の再審開始事由に加えることによって、死刑に限らず、刑の必要的減軽事由を

認めるべき新証拠を発見したときを再審開始事由にするのが、一貫するのではないかと考

えました。 

  このように、刑の必要的減軽事由と量刑事実を区別した上で、刑の必要的減軽事由を認め

るべき新証拠を発見したときに限って６号の再審開始事由とすれば、幅広く再審請求がな

されることとはなりませんので、確定判決による法的安定性が不当に害されるおそれ、及

び、再審請求審における迅速な事件処理に支障が生じるおそれはないと考えております。 

○大澤部会長 ほかに御発言はございますでしょうか。 

○池田委員 私は、「（２）」について意見を申し上げます。 

  ここに検討課題が二つ挙げられていますけれども、最初の項目につきましては、第６回会

議において述べたとおり、死刑判決についてのみ情状事実等に関する事実誤認を再審開始

事由とすることとすれば、共犯事件において死刑に処せられた主犯格の者は、量刑等に関

する事実の誤認を理由として再審請求をなし得る一方、無期拘禁刑に処せられた共犯者は、

同様の事情があっても再審請求をなし得ないことから、不公平、不均衡な帰結をもたらし

得ることになりますが、そのような法整備を行うことは不合理であると言わざるを得ず、

この点については、田岡幹事も先ほど一定の共感を示されていたところと承知しておりま

す。 

  その上で、そうした不合理さを回避するためには、２番目の項目のように死刑判決に限ら

ず、広く一般の有罪判決について、情状事実等に関する事実誤認を再審開始事由とせざる

を得ないこととなると思われますけれども、そのような制度は、第６回会議で成瀬幹事が

述べられていたとおり、量刑は犯情から一般情状に至るまで多種多様な事実に基づいて判

断されるものであり、刑の減免事由についても多種多様な事実に基づいて判断されること

から、再審請求事由が過度に広範なものとなってしまい、また、それを回避するために、

かつて田岡幹事が御提案になっていたことですけれども、確定判決の主文に影響を与える

ことが明らかな場合に限るとしても、多種多様な事実のうちのいずれかの事実に誤認があ

ったと主張しさえすれば、再審請求をすること自体は可能となるため、理由のないものも

含めて、幅広く再審請求がなされる事態を招きかねないといった問題があることから、や

はり相当ではないと考えております。 

○大澤部会長 ほかに御発言はございますでしょうか。 

○鴨志田委員 田岡幹事が新しく提案した案に賛成するという立場から、意見を述べたいと思

います。 

  ただいま池田委員の方から御指摘があった懸念事項、これは検討課題の中にも入っている

ものですけれども、要は、大きく二つの方向があって、一つは、死刑判決についてのみ量

刑再審というか、量刑に関する事実誤認を再審開始事由とすると、死刑事件以外との間で

不公平、不均衡が生じるという方向性のものが一つ。もう一つは、そこを押しなべて全て



- 14 - 

の事件について量刑等に関する事実誤認を再審開始事由とすると、今度は幅広く再審開始

請求がされるということで、法的安定性であったり迅速な事件処理に支障が生じるという

ような、今度は別の方向のベクトルの問題が生じるということが指摘されました。そこで、

この二つを勘案して、いずれの方向に対してもある程度考慮をした上でバランスを取った

というのが、田岡幹事の提案、具体的に言うと、刑の必要的減軽事由を再審開始事由とす

るという、この案になっているのだと思います。 

  なので、私はこの案に賛成するわけなんですけれども、元々死刑の量刑再審というところ

からスタートしたということとの関係で申し上げれば、やはり一番問題になるのは、死刑

が確定した後に、心神耗弱についての事実を立証する証拠が出てきたというときに、これ

が確定審段階で出ていれば、死刑を言い渡せない被告人に対して死刑を言い渡してしまっ

たということになって、死刑の不可逆性というところから考えると、これは非常に大きな

問題がある。そうなってきたときに、もちろん死刑の量刑にはいろいろな事情があります

けれども、少なくともこの必要的減軽事由については、それを証明できる証拠が発見され

たときには、死刑を回避するための再審請求というのが認められるということになれば、

かなりの部分でこの問題を解決することができると思います。 

  一方で、刑の必要的減軽事由のみに限定される、しかも、これは恐らく６号の中に文言と

して埋め込まれる形になりますから、新たな類型を設けるというよりは、ここの部分の不

備を穴埋めしたという程度になりますので、事件が爆発的に増えるとか、理由のない再審

請求が増えるということにもならないのだろうと思います。 

  以上のような理由で、田岡幹事の新しい提案に賛成する次第です。 

○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 

○村山委員 田岡幹事の新提案なんですけれども、再審開始事由のくくりで死刑判決について

となっているわけですけれども、そもそもそれを外して考えていただきたいということな

のです。 

  私どももこの審議会で、前回のこのパートの議論のところでいろいろと考えさせられまし

たし、いろいろ悩みもあったわけですけれども、やはり量刑論一般からすると、死刑だけ

特別に扱うというのはなかなか難しいのかなという。死刑は、私は特別な刑罰だと思って

いますけれども、それだけ取り出して議論するというのは、なかなかうまくいかないとい

うのは事実だと思います。 

  そういう中で、量刑というのはいろいろな事情を考慮して出される結論だということと、

あと、場合によっては、その判決が言い渡される時代によって違うということはあり得る

話なので、それを全部事実誤認だということで、もう一回再審議するということは、やは

りなかなか難しいということは承知したということです。そういう中で、分かりやすいの

は、やはり処断刑の範囲が明らかに異なってくる場合ですね。それを取り出すというのは

一つの方法ではないかということで、取り分けそれが死刑の場合には顕著になるという、

そういう言い方でございます。 

  そういう意味で、日弁連の以前の案とは違う案なんだということを前提に御議論いただき

たいと思いますし、その中でも、必要的減軽事由、減免事由でも、中止未遂でもなかなか

免除というところにはいかないんで、減軽事由にとどまっちゃうわけですけれども、それ

だと多分、今の６号だと駄目だと思うんですよね。だから、そういう意味では、従犯もあ
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りますし、そういうところで多少広がるということは間違いないと思うんですけれども、

やはり切実な問題だと思います。実際に死刑以外のところでも処断刑のゾーンが変わって

くるわけですから、当然刑は変わってくる可能性は高いと思います。そういう形でこの規

定を取り入れるというのが、田岡幹事の新提案だということで御理解いただきたいと思い

ますし、私は、こういう形ならば、それほど一般的な量刑理論とそごすることなく、再審

事由として規定してもおかしくないという形になるのではないかと思っております。 

○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 

○吉田（雅）幹事 先ほどの田岡幹事の御提案について御趣旨を伺いたいと思います。必要的

減軽事由に限るという御提案でしたが、例えば、確定判決で共同正犯の認定がされていた

という前提で、それが従犯に当たるという主張をしたいと考えた場合において、必要的減

軽の理由となる事実の誤認があると疑うに足りる証拠ということを考えたときに、共同正

犯が従犯になるかどうかは、例えば、犯行に至る経緯や犯行時の役割、あるいは財産犯で

あれば犯罪収益として得た財産の分配状況など、いろいろな事実を総合的に評価して判断

するというのが、実務的には一般的な考え方ではないかと思います。それを前提とした場

合、例えば、従犯に当たると疑うに足りる事実を主張するためには、報酬に関する認定が

誤っているということを主張すれば、それで足りるということになるのか、また、役割分

担に関する確定審の認定は誤っているということを主張するときに、それはまた別の理由

として再審請求が可能になるのか、その辺りはどのようなお考えで主張されておられるの

か、教えていただければと思います。 

○田岡幹事 具体的な文言までは考えておりませんが、基本的には、刑訴法４３５条６号に入

れることを考えております。６号は、「有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴

を言い渡し、刑の言渡しを受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認

めた罪より軽い罪を認めるべき」となっておりますが、この「軽い罪」に心神耗弱や従犯

が入るか入らないかについては争いがあり得るところですので、端的に「刑の減軽事由を

認めるべき」という文言を加えることが考えられます。 

  この場合には新証拠の発見が再審請求の理由ということになりますので、異なる新証拠が

発見されれば、異なる理由による再度の再審請求も可能になると考えられるところです。 

  ですので、先ほどの質問にお答えするとしますと、従犯を認めるべき新証拠が発見された

ということが再審請求の理由になると理解しております。 

○吉田（雅）幹事 そうすると、従犯かどうかの認定については、先ほど申し上げたように、

生の事実を総合的に評価するという考え方が裁判例では一般的だと思うのですが、その評

価の対象となる事実として、例えば、１０個の事実から最終的に評価して従犯と評価し得

るという場合に、その１０個の生の事実一つ一つが、ここでいう従犯と認めるべき新たな

証拠として、再審請求理由を構成し得るというお考えだということでしょうか。 

○田岡幹事 事実というよりも、新証拠の発見が再審請求の理由ですので、理論的には、１０

個新証拠があれば、１０回再審請求が可能なんだろうとは思うのですけれども、通常はそ

のようなことはなくて、新証拠を発見するのはそれだけでも大変なことでしょうから、一

つでも新証拠が出ると、その新証拠と他の全証拠を総合評価して、従犯を認めるべきとき

は再審開始事由に当たるということになるのだろうと思います。 

  現行法でも、例えば殺人未遂ではなく傷害に当たるという場合には、「軽い罪」を認める
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べきときに当たりますので、６号の再審開始事由になります。殺意の認定は状況証拠を総

合評価することになりますけれども、殺意の認定に合理的な疑問を差し挟む新証拠を発見

した結果、殺人未遂ではなく傷害罪に当たるという場合は、「軽い罪」を認めるべきとき

に当たるわけですので、それと同じように、心神耗弱や従犯を認めるべき新証拠を発見し

たときが再審開始事由になると理解しております。 

○村山委員 今ほどの吉田幹事の御質問は、そういう形にすると、濫訴的な再審請求が増える

んではないかという御趣旨なのかなと思うわけですけれども、確かに新証拠が出てくれば

再審請求できるという形にすると、例えば分け前の点であったりとか、その現場で行った

役割がどうだったかというのが一個一個出てくれば、それは今の理屈からするとできると

いう結論になるとは思うんですけれども、その従犯の認定が総合認定だということになる

と、その一個一個を出しても、それほど動かないということもあるんだろうと思うんです

ね。そうすると、やはり一つの証拠だけではなくて、なるべくたくさんのものを出して、

そうしないと従犯という認定にたどり着かないのではないかなと思いますので、実際上は

難しいのではないかと思っております。 

  そういったことを、先ほど田岡幹事も言ったように、軽い罪を認めるべきときというのも

同じような問題が起きますので、確かに増えることは間違いないと思うんですけれども、

それが非常に多くなって処置に困る、処理に困るということになるということは考えにく

いかなと、私は思っています。 

○玉本幹事 私も田岡幹事に御質問させていただければと思います。刑の必要的減軽事由に限

って再審開始事由とするという御提案ですが、必要的減軽事由に当たらなくても、重要な

情状というのはたくさんあり、それが量刑上決定的な意味を持つという場合も個別の事案

では多いと思うのですけれども、そういった個別の重要な情状についての認定の誤りは再

審開始事由としない一方で、必要的減軽事由に該当するものに限って再審開始事由とする

というところのバランスというか整合性については、どのようにお考えでしょうか。 

○田岡幹事 私は、本来、死刑事件に限っては、必要的減軽事由に限らず、量刑事実の事実誤

認も対象とするのがよいのかなと思って第６回会議でも発言をしたのですが、そうなりま

すと、量刑というのは様々な事実を考慮してなされることから、あらゆる事実誤認が再審

請求可能となりかねないといった御批判を頂きましたので、それであれば、処断刑に影響

を及ぼす場合に限定したらどうかと考えました。 

  例えば、刑訴法４３５条６号には、既に刑の免除を言い渡すべきとき、「軽い罪」を認め

るべきときが入っております。また、例えば強盗致死と強盗殺人のように、同一条文で同

一法定刑でも犯罪類型が異なる場合は、「軽い罪」に当たるのだという裁判例もあります。

また、心神耗弱についても、「軽い罪」に当たるかどうかが争われており、様々な裁判例

があるということから、ここを一つ広げるのが一歩前に進めるためには必要なことである

し、また、死刑事件に関して言えば、刑の必要的減軽事由が認められれば死刑は言い渡せ

なくなることから、理論的な説明としても、他の情状事実とは異なるという理解の下に、

今回、日弁連改正案とは異なる案として、予備的な提案として、少なくとも刑の必要的減

軽事由、これを刑訴法４３５条６号に追加する必要性があるのではないか、また相当性が

あるのではないかという御提案をしております。 

○宇藤委員 私からも、田岡幹事の提案について御質問したいと思います。 
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  田岡幹事の御発言、また鴨志田委員からの御発言をうかがっておりますと、必要的減軽事

由の中でも、心神耗弱の事例が中心的であるということであったかと思います。その点に

ついて確認をさせていただきたいと存じます。仮に、そうであるとすれば、必要的減軽事

由ということでざっくりとした文言を入れるのではなく、場合によっては、心神耗弱につ

いてと限定して盛り込むということもあり得る御提案だったのでしょうか。 

○田岡幹事 実務上、再審開始事由として主張されることが多いのは、心神耗弱が４３５条６

号の「軽い罪」に当たるのかどうかであり、裁判例も複数あると認識しております。ただ、

心神耗弱だけを特別扱いする理由はないのだろうと考えております。 

  刑の必要的減免事由である中止未遂で免除を認めるべきではない場合、刑の必要的減軽事

由である従犯、身代金目的略取等の公訴提起前の解放を認めるべき場合をあえて排除する

理由もないと思われますので、刑の必要的減軽事由を認めるべき場合とすればよいのでは

ないかと考えました。刑訴法４３５条６号の他の再審開始事由、例えば免訴を言い渡すべ

き場合にも様々な場合があるわけですけれども、あえて限定していないわけですので、刑

の免除と並んで刑の減軽を加えるのが素直な条文なのではないかと考えました。 

○大澤部会長 更に御発言ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

             （一同異議なし） 

○大澤部会長 それでは、この論点につきましてはこの程度としまして、先に進ませていただ

きたいと存じます。 

  次に、「第４」の「３ 手続の憲法違反を再審開始事由とするか」について審議を行いた

いと思います。この論点については、検討事項全体をまとめて、審議を行いたいと思いま

す。御意見等がある方は挙手をお願いします。 

○田岡幹事 「４」の「（３）」についても、私は、第６回会議における他の委員・幹事の皆

様の御意見を踏まえまして、少なくとも、あらゆる憲法違反を再審開始事由にするのは広

がり過ぎると考えましたので、日弁連改正案を修正して、限定的な文言に改めるのがよい

のではないかと考えております。 

  二つ考えてまいりました。一つは、刑訴法４１１条１号の上告審の職権破棄事由を参考に、

「判決に影響を及ぼすべき憲法違反があって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反す

ると認めるとき」という文言が考えられるかと思います。もう一つは、刑訴法３３８条４

号により公訴棄却の判決を言い渡すべき場合には免訴に準ずると考えられることから、刑

訴法４３５条６号に「公訴棄却の判決又は決定を言い渡すべき新証拠を発見したとき」、

これを加えればよろしいのではないかと考えております。 

  その上で、まず必要性について御説明します。 

  日弁連改正案４３５条９号の趣旨は、第６回会議における鴨志田委員の御説明のとおり、

いわゆる菊池事件を念頭に置いて、憲法１３条、１４条１項に違反し、憲法３７条１項、

８２条１項に違反する疑いがあるとしながらも、なおこれらの憲法違反があることのみで

再審事由があると認めることはできないというのは余りに不合理だと、こういう場合は免

訴に準じて再審開始事由とすべきではないかと、こういった問題意識から、憲法違反の中

でも特に重大な憲法違反がある場合には再審開始事由とすることを提案されているものと

理解しております。また、これはいわゆるファルサ型の再審開始事由であって、新証拠の

発見を要件としない趣旨で提案されていると理解しております。 
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  ただ、日弁連改正案の４３５条９号は、「憲法の趣旨を没却する重大な違反」という表現

であるために、例えば違法収集証拠排除法則のような場合まで含まれるのかといった疑問

が生じることから、通常審の控訴理由や上告審の職権破棄事由と比較した場合に、広がり

過ぎるのではないかという御懸念があることは、確かに御指摘のとおりなのかなと思いま

した。そうだとしますと、上告審の職権破棄事由は、訴訟手続の法令違反のうち、判決に

影響を及ぼすべき場合であって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するときという

縛りをかけておりますので、これを参考にするのであれば、判決に影響及ぼすべき憲法違

反であって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときを再審開始事由と

すれば、広がり過ぎるということはなくなるであろうと考えます。これが一つ目の提案で

す。 

  二つ目の提案として、こういった場合には、そもそも公訴の提起自体が違法であって、公

訴棄却の判決に至り得る事案であると考えますと、それを端的に再審開始事由とするとい

うことが考えられるのではないかと考えました。「（２）」の他の再審開始事由との整合

性について、第６回会議において、池田委員、成瀬幹事から、現行法の再審開始事由は、

確定した有罪判決の事実認定の誤りの是正を目的として、新証拠の発見等の事情変更があ

り、かつ、その認定を覆すに足りる蓋然性が認める場合に限り、再審開始事由とされてい

るのだという御説明がありましたが、７号の職務犯罪は、必ずしも事実誤認を覆すに足り

る蓋然性が認められる場合とは言えないように思われますし、６号の免訴も、必ずしも事

実誤認の誤りを是正する場合とは言えないと思われます。例えば、犯罪後の法令により刑

が廃止されたときといった場合は、事実誤認の誤りを是正するために再審開始事由とされ

ているわけではないと理解しております。 

  そうだといたしますと、最高裁判所昭和５５年１２月１７日決定は「公訴の提起自体が職

務犯罪を構成するような極限的な場合」という表現を使っているわけですけれども、職務

犯罪というのは、正に７号の再審開始事由ですけれども、職務犯罪を構成するような極限

的な場合には公訴の提起が違法となり、刑訴法３３８条４号により公訴棄却の判決をする

ということであれば、そのような場合を別途再審開始事由にすればよろしいのではないか

と思います。これは新証拠の発見を要件としないことも考えられますけれども、刑訴法４

３５条６号に免訴が挙げられているということと、確定判決に代わる証明又は新証拠の発

見を要求しないと、あらゆる場合が再審開始事由になりかねないということを考えますと、

６号に入れてしまうのが素直であり、６号の免訴に準じて、公訴棄却の判決又は決定を言

い渡すべきとき、特に刑訴法３３８条４号によって公訴棄却の判決を言い渡すべき新証拠

が新たに発見されたときを再審開始事由とすれば、公訴権濫用論等により訴訟手続の打切

りがなされる場合は再審開始事由になりますので、菊池事件のような極限的な場合は、こ

の条文によって救済される可能性もあるのではないかと考えました。 

  ですので、結論的には、一つは、「判決に影響を及ぼすべき憲法違反があって、原判決を

破棄しなければ著しく正義に反すると認めるとき」、もう一つは、刑訴法４３５条６号に

「公訴棄却の判決又は決定」を入れる。この二つのアプローチによって、菊池事件のよう

な極限的な事例を救済することができるのではないかと考えました。 

○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 

○川出委員 ただいま田岡幹事の御提案は、手続の憲法違反が再審開始事由となる場合を二つ
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に限定した上で、それを認めるということであるわけですが、第６回会議において申し上

げましたように、現行の刑事訴訟法第４３５条第６号以外の再審開始事由は、確定有罪判

決の事実認定を覆すに足りる蓋然性があることが類型的に推認されるという意味で、事実

認定の誤りにつながるということが前提となっています。その意味で、現行の再審制度は、

確定した有罪判決の事実認定に誤りがあった場合に、それを是正することを目的としたも

のであることは揺るがない前提だと思います。 

  そうしますと、仮に捜査手続や裁判所の手続に、御提案のあった二つの再審開始事由に該

当するような憲法違反があったとしても、有罪の言渡しを受けた者が罪を犯したことに変

わりがないということであれば、再審を開始して公判手続を行ったとしても、事実認定が

是正されるということはないわけですので、御提案のような再審開始事由を設けることは、

やはり再審制度の目的と整合しないと思います。加えて、刑事訴訟法においては、判決が

確定した事件に係る審判手続の法令違反を是正するための制度として非常上告制度が設け

られておりますので、御提案のあった事由に該当する審判手続の法令違反については、本

来非常上告で対処すべきものであると考えられます。 

  この点について、第６回会議において田岡幹事から、裁判所の手続に憲法違反があっても、

検事総長が非常上告の申立てをしなければ、憲法違反が是正されることなく放置されるの

で、これを再審開始事由とする必要があるとの御意見がありました。しかしながら、非常

上告の申立権者が検事総長に限られているのは、非常上告の目的が、法令の解釈適用の統

一を図ることにある以上は、その申立権を、公益の代表者として裁判所に法の正当な適用

を請求する職責を有する検察官を指揮監督する立場にある者にのみ認めるのが相当である

と考えられたことによるものですので、それ自体としては十分な合理性を有するものとい

えると思います。 

  したがって、御提案のように事由を限定したとしても、検討課題の「（２）」と「（３）」

についての十分な説明はなされていないように思います。 

○村山委員 今ほどの川出委員の御意見についてなんですけれども、確かに再審が事実認定に

ついて変動があるということが原則なんだと、ファルサ型もその類型なんだというのは、

それは、私はそう思うんですけれども、やはり６号再審の中には免訴が入っているという

ところが私は気になっていまして、その免訴事由というのは、事実認定の変動はないと思

うんですよね、法令の廃止とか大赦があったときとかというのは、全然事実は動いていま

せんので。そうすると、そういう場合も取り込んだ形で再審事由が規定されているという

ことからすると、公訴棄却ということについても取り込むという可能性は、私は、否定さ

れないのではないかなと思っています。 

  前回の議論で、日弁連の委員の考えている憲法違反とほかの方が考えている憲法違反には

相当差があるのかなというのは、実感として思っていまして、かなり極限的な場合に、ど

うしても手続違反という形でないと、再審事由が成り立ちにくいという場合もあるのでは

ないかという問題提起だったわけです。そういう意味で、極限的な場合というのを考える

と、そういう形でたくさん事件が生じてしまうのではないかという懸念は、請求は確かに

起きてしまうので、それはそうかもしれないんですけれども、開始事由になるには相当遠

いと理解していただいていいと思います。そういう意味で、公訴棄却という判決なり決定

なりの一部が取り込めるということは、十分あり得るのではないかなと思っています。 
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  それから、非常上告は確かに法令の解釈の統一という意味で検事総長が申し立てるんだと

いうのは、それは理屈としてはそうなのかもしれないんですけれども、実際にそういう重

大な手続違反、重大な憲法違反の手続によって有罪の確定判決を受けた者が救済を求めよ

うとした場合に、検事総長に上申書を送っても、検事総長の方では解釈の統一ということ

は必要ないと判断した場合には申立てしないわけですから、そうなると手が届かないとい

う問題があって、やはり非常上告と再審の機能の違いという面からすると、再審請求権者

がそういう申立てをできる道を設けておく必要があるのではないかと、私は思っています。 

○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 

○鴨志田委員 私は、ただいま田岡幹事が新たに提案をされた案に賛成する立場から、意見を

申し上げたいと思います。 

  確かに従前の議論において、各委員・幹事の頭の中でどの程度の憲法違反を想定している

のかというところに、日弁連関係のメンバーとそれ以外のメンバーとの間にかなりの乖離

があったのではないかということは、私も肌感覚でそのように思ったところです。 

  先ほど田岡幹事からあったように、私どもがというか、私自身が想定しているのはやはり

菊池事件で、このような、もう本当に考えられないような、憲法の根幹の原理原則に関わ

るような違反があり、国家賠償請求訴訟の判決の中でも指摘をされているにもかかわらず、

そのような事件、しかも死刑事件というようなものについてまで事実誤認の部分に関わる

新証拠がなければ再審にたどり着かないというのは、やはり正義に反するのではないかと

いう、ここが出発点なわけです。ただ、それで範囲が広がり過ぎるという御指摘も受けた

ので、田岡幹事は二段階ですね、要するに、本当に極限のような場合は、従前の日弁連案

の４３５条９号のような形にして、ここはもう「判決に影響及ぼすべき憲法違反があって、

原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるとき」というような文言を加えると

いうことで整理をし、それ以外の捜査段階での様々な―それでも重大な違法だと思います

けれども―ものについては、公訴棄却要件に該当するのであれば、６号再審の中に入れ込

むという形で、二段階で整理をするというのが、今回の意見であろうかと理解をしていま

す。 

  そうすると、９号として私たちが元々日弁連案で主張していたものはファルサ型の類型で、

それから４３５条６号はノヴァ型ということで、新証拠の要否という大きな違いもありま

すけれども、類型の異なる条文の類型にもまたがる形で、この論点が規定されるというこ

とについての疑義が生じるのではないかと思うのですけれども、ノヴァとファルサという

のが現実の問題としてそれほど大きな違いがあるのかということをお考えいただく必要が

あるのではないかと思っています。 

  と申しますのは、ロシア人おとり捜査事件、それから福井女子中学生殺害事件、この二つ

を念頭に置いてお話をしたいと思うんですけれども、福井女子中学生殺害事件においては、

警察、それから検察官の極めて重大な違法ですね。一つは警察による利益誘導、それから、

もう一つは検察官が意図的に証拠を隠していた。この二つは、職務犯罪を構成するような

事実であり、それを裏付けるような新証拠が明白な証拠と認められて、再審開始、再審無

罪に至っています。ただ、これは職務犯罪を構成する、直接的にはそれを裏付ける証拠な

んですけれども、このことが目撃供述の信用性を減殺するということで、この目撃供述の

信用性が落ちるので被告人の犯人性に疑義が生ずるというプロセスを踏んで、最終的に普
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通の６号再審で再審開始、再審無罪になっています。 

  一方で、ロシア人おとり捜査事件は、警察のおとり捜査によって拳銃等を渡すという行為

に出たということで、職務犯罪を構成する事実を明らかにした証拠が、一審では６号再審

事由として、犯罪事実を支える旧証拠が違法収集証拠として排除されるべきという形で整

理をされて、６号再審が認められたわけですけれども、これが抗告審においては、裁判所

の職権で請求理由が変更されて７号再審として、４３５条７号に４３７条を加えるという

形で再審開始に至って、それが確定している。 

  この二つは、結局のところどちらも職務犯罪を構成するという事実を裏付ける証拠という

ものが出されたわけで、ただ、片方は６号再審でそのままいき、もう片方は手続違反であ

ると、要するにおとり捜査の結果、犯罪事実として行った、いわゆる犯行事実自体は変更

がないということから７号に整理されたわけですけれども、このように見ていくと、それ

ほど大きな差がないのではないでしょうか。むしろ、ロシア人おとり捜査事件に関しては、

正にそのような重大な違法捜査を裏付ける証拠が出てきたわけですから、これを新証拠と

して認めて、公訴棄却される場合として、この６号再審の中にそのような類型を設けるこ

とで救済をするというのが、一番すっきりするような形でなかったのかなと思います。 

  そのような次第で、今回も非常に大きな憲法上の違法があるような場合については、従前

どおり日弁連の意見、ここの４３５条９号を少し限定するような形の条文として手当てを

し、公訴棄却に相当するような捜査の重大な違法のような場合には、公訴棄却事由をノヴ

ァ型再審である６号の方に、これは新証拠が要求されることになりますけれども、整理を

するというのが、合理性があるように思います。 

○川出委員 １点質問させていただきたいのですが、手続の憲法違反を再審開始事由とすると

いう御提案は菊池事件を想定しているのだという御発言がありました。菊池事件では、被

告人に対する公判審理の在り方に平等原則違反や公開原則違反という憲法違反があったと

いう判断がなされているわけですが、その上で、御提案のように、それらの憲法違反を再

審開始事由として加えるとして、その狙いはどこにあるのでしょうか。つまり、再審公判

において憲法に反しないかたちで手続をやり直すことを目的として、新たな再審開始事由

を設けるということなのでしょうか。他方で、後半の福井女子中学生殺害事件についての

御説明では、職務犯罪があったことが事実認定の誤りにもつながるという御趣旨のように

も聞こえました。再審の目的をどのように考えて、新たな再審開始事由を追加することを

考えておられるのかを、お聞かせいただけないでしょうか。 

○鴨志田委員 やはり菊池事件の場合は、再審公判に至ったときの結論が無罪になるのか、公

訴棄却になるのかというところは、実際にやってみないと多分分からないと思うんですけ

れども、どちらにしても、死刑の確定判決を受けている、しかも、もう既に執行されてお

りますけれども、死刑囚として一生を終えたというところからの名誉の回復ということは、

やはり再審公判によってしか果たせないという部分ではないかと思います。 

  ロシア人おとり捜査事件のような場合は、これ、結局再審公判で、違法収集証拠として当

該証拠が排除されることでの無罪判決というような形で、無罪の方向に持っていくという

ことは当然できるのではないかと思う次第です。 

○川出委員 菊池事件の場合、仮に再審公判になったとして、どうして公訴棄却という結論に

なるのですか。 
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○鴨志田委員 重大な違法ということで。 

○川出委員 公判審理の方法に憲法違反があったということで再審開始決定が出て、再審公判

を行う場合、その再審公判は、当然に、従前の公判とは違って、憲法に適合した手続でや

り直すことになるわけですよね。それなのになぜ公訴棄却になるのでしょうか。 

○鴨志田委員 その手続をやり直した結果、公訴棄却事由に該当する、要するに、手続を打ち

切らなければならなかったのだという結論を確認をするという趣旨なんですけれども、た

だ、何よりも端的にやはり、先ほど申し上げたとおり、元被告人の名誉回復という点が最

大の目的になろうかと思いますので、そのように考えた場合には、やはり端的に、要はも

う無罪判決に持っていくというような話になるんだろうと考えます。 

○大澤部会長 恐らく川出委員の御質問は、公開の原則に反した公判が行われて有罪判決を受

け、それが確定している者について、憲法違反を理由に再審を開始したときに、再審公判

で手続をきちっと公開の形でやり直せば、再審公判の手続に憲法違反はないのだから、公

訴棄却となる理由はないのではないかという御質問かなと理解しましたが、いかがでしょ

うか。 

○鴨志田委員 承知しました。実際に、菊池事件の再審請求審においては、様々な無罪方向の

事実であったり、また合理的な疑いが生じていると考えられる事情が具体的に主張されて

います。ですから、再審公判に至れば、仮に公開原則違反が治癒されたとしても、確定判

決の有罪認定に合理的な疑いを生じさせる事実というのは、当然に主張されるわけです。

ではなぜ新証拠が要るか要らないかという話になるかというと、御承知のとおり、やはり

明白性判断のハードルが高いがゆえに、新証拠の明白性というハードルの段階で、なかな

か超えられないような個々の事実であっても、仮にこれが再審公判に行って、その平場で

有罪認定が成り立つかどうかというレベルになったときに、例えば、その状況的な証拠で

あったりとか、その立証が尽くされていないといったような事実が幾つも指摘することが

できるということになれば、当然無罪判決が言い渡される蓋然性というのは高くなるだろ

うと考えています。 

  ですから、菊池事件の場合は、まずは再審公判、やり直しの裁判で、特別法廷で秘密裏に

行われた一つ一つの事実がきちんと見直されて、適正な手続や公開原則の下で審理をやり

直せば、これは有罪になろうはずがないという下で再審公判を行いたいということであろ

おうと思います。そのためのハードルが現状では高過ぎるので、重大な憲法違反を理由に、

まずはやり直しの裁判の場に立たせてほしいということで、憲法再審ということを弁護団

も含めて主張してきたのだろうと思います。 

○大澤部会長 菊池事件を離れて、一般的に、例えば公開原則違反で、憲法違反を理由に再審

を開始して再審公判となった場合に、そこで、手続をやり直せば有罪もあり得るという、

そういう前提でお考えになっているということになりますか。 

○鴨志田委員 ６号再審の場合も含め、裁判をやり直すかどうかという判断を経て、再審公判

に行った段階で、それが有罪と認定されるということは当然あり得るという前提で、制度

を構築すべきという考え方です。 

○大澤部会長 分かりました。ほかに御発言はございますでしょうか。 

○田岡幹事 川出委員から御質問がございましたので、私の理解を御説明します。 

  まず、手続違反があったとしても、再審公判を開いて有罪になるような場合は、再審請求
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をする実益ありませんので、そのような場合には再審請求する人はいないと思います。検

察官がするかどうかはともかくとして、有罪判決を受けた者が、改めて有罪判決を受ける

ために再審請求をすることは考えられるかと言いますと、かえって不利益になるわけです。 

  例えば執行猶予判決を既に受けている人が、一旦取り消された上で改めて執行猶予付き判

決を受けますと、執行猶予の始期が遅れるわけですから、改めて猶予期間が経過しないと、

刑の執行が終わらないことなってしまいます。また、例えば懲役刑の判決を受けた人が、

再審公判を開いた結果罰金刑になったとしますと、既に受けた懲役刑はなくならず、かつ、

更に罰金刑を科されるわけですので、不利益になることをわざわざする人はおりません。 

  ですので、当然再審請求する場合というのは、自分にとって有利な判決、つまり無罪の判

決であったり、あるいは軽い罪であったり、刑の免除であったり、免訴であったり、さら

には公訴棄却であったり、これによって有罪の判決を破棄してもらえるという場合に限っ

て、再審請求が行われるものでありまして、その意味では、手続違反を再審開始事由に取

り込んだとしても、判決に影響を及ぼさないような場合は、当然除外してよいということ

から、私は先ほど判決に影響を及ぼすべき憲法違反の場合に限るか、あるいは公訴棄却に

なる場合に限ればよいという御提案をしております。単なる公開原則違反で、本当に結論

が異ならないようでしたら、その場合は再審請求はそもそもなされないでしょうし、また

その場合は再審開始事由にする必要はないのだろうと思っております。 

○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 

○成瀬幹事 １点、田岡幹事に確認させていただきたいのですが、御提案いただいた二つの類

型のうち、一つ目の刑事訴訟法第４１１条第１号に類似するものは、新証拠を要求されな

いという理解でよろしいですか。 

○田岡幹事 そうですね、それはそのとおりです。 

○成瀬幹事 では、その前提で、私の意見を申し上げます。 

第６回会議において池田委員が述べられたように、現行刑事訴訟法において、再審開始

事由は、有罪判決の確定後に事情の変更がある場合に限られています。これに対して、田

岡幹事の一つ目の御提案は、そのような事情の変更を一切要求しないものであり、一定の

事由を証明する確定判決を得ていなくても、また、新規性のある証拠を得ていなくても再

審請求をすることができるようになります。よって、この点は現行法の再審請求事由と整

合しないと思います。 

  また、田岡幹事はいろいろと工夫をされて、非常に限定的な要件をお考えくださったと思

いますが、先ほど村山委員からも御指摘がありましたように、幾ら要件を限定したとして

も、受刑者や死刑確定者が、もしかしたら無罪になるのではないか、もしかしたら公訴棄

却にしてもらえるのではないかという期待を持って、再審請求をしてくる可能性は否定で

きませんので、再審請求件数が増加することは避けられないと思います。 

○宮崎委員 第６回会議において議論がありましたとおり、日本弁護士連合会の御提案は、捜

査手続や裁判所の手続に「憲法の趣旨を没却するような重大な違反があつたとき」に限定

した再審開始事由を設けようとするものであるとしても、捜査手続や裁判所の手続の違法

が問題となる事案の中には、確定有罪判決の事実認定に影響しないものが多数含まれると

考えられるところ、再審公判で結論が変わる見込みがない事件まで幅広く再審が開始され

る仕組みとすることは、確定判決による法的安定性を不当に害することとなりかねないと
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いう問題点があると考えられます。 

  また、田岡幹事から別案の御提案もありましたけれども、再審請求自体は、重大な違法が

あるなどと主張すればできることになるため、今成瀬幹事からも御指摘がありましたけれ

ども、実態としては、軽微な違法も含め手続の違法を理由として再審請求ができることと

なり、しかも、積み重なる一連の手続の一部分の違法を取り上げ、次々に主張を追加した

り、繰り返し再審請求をすることを許すことにもなりかねないため、再審請求審が長期化

したり、請求件数が激増し、全体として再審請求審における迅速な事件処理に支障を生じ

させることとなりかねないという問題点があると考えられます。これは御提案の別案でも

同様かと思います。 

  検討課題「（４）」に示された指摘に対して、説得的な説明はなされていないと考えられ

ます。 

○大澤部会長 更に、この際どうしてもという御発言があればお受けしたいと思いますが、い

かがでしょうか。よろしいでしょうか。 

             （一同異議なし） 

○大澤部会長 それでは、「３」はこれで終えまして、次に「第４」の「４ 刑事訴訟法第４

３７条の規定を改めるか」について審議を行いたいと思います。この論点については、検

討事項全体をまとめて審議を行いたいと思います。御発言のある方は、挙手をお願いしま

す。 

○田岡幹事 私は、刑訴法４３７条のただし書の規定を改めることに賛成ですが、第６回会議

でも申し上げましたけれども、公訴を提起して無罪判決になった場合まで、確定判決に代

わる証明を認める必要はないと考えますので、検察官が不起訴処分をしたために確定判決

を得ることができない場合、この場合を刑訴法４３７条ただし書の場合に当たらないとい

うことを明確にするのが適切なのではないかと考えております。 

  まず、規定を改めることの必要性ですが、日弁連改正案は刑訴法４３７条ただし書を削除

するという提案をしておりますが、その趣旨は、確定判決以外の証拠によって当該事実の

証明ができる場合に、これを再審の理由から除外すべき理由はないということだと理解し

ております。ただ、証拠不十分によって公訴が提起されたのに無罪の判決が確定した場合

は、確定判決に代わる証明を認める余地はないと思われますので、このような場合を刑訴

法４３７条ただし書から除外するという必要性はないと思います。そうすると、現実に問

題になるのは、確定判決を得られる証拠はあるのに、検察官が公訴を提起しないために確

定判決を得るための法的手段を採ることができない場合、特に検察官が証拠不十分による

不起訴処分としてしまったために、公訴を提起すれば有罪の確定判決が得られるのに、そ

れが得られない場合、この場合を刑訴法４３７条ただし書に当たるとして、確定判決に代

わる証明を認めなくてよいのかということが問題だと思われます。 

  第６回会議でも御紹介しましたが、徳島ラジオ商事件は、有罪認定の根拠とした２少年は

偽証を告白しており、そして、検察官は嫌疑不十分による不起訴処分としましたが、検察

審査会による審査の申立ての結果は不起訴不当の議決がなされていました。また、２少年

は民事訴訟、つまり名誉毀損に基づく謝罪広告請求事件でその請求を認諾しておりました。

そうすると、恐らく検察官が公訴を提起すれば、偽証の有罪判決が出た蓋然性が高い事案

でありまして、本人が自白していて証拠もあるわけですので、これを起訴しなかったとい
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うのは、検察官の起訴裁量としてなされたものであり、当時は検察審査会による強制起訴

の制度もありませんでしたので、このような場合には確定判決を得る手段がなかったと。

そのために、徳島ラジオ商事件において再審開始に至るまでに相当の時間を要したという

立法事実がございます。これが必要性ということになろうかと思います。 

  その上で、「（２）」の刑訴法４３７条の趣旨との整合性を考えますと、第６回会議にお

いて、宇藤委員から、確定判決が得られる証拠はあるものの、確定判決を得るための法的

手続を採ることができない場合についてまで、確定判決による証明を必要とすることは正

義に反するという趣旨からすると疑問があるという御指摘がございました。ただ、今のよ

うな事例を想定しますと、確定判決が得られる証拠はあるのに、検察官が公訴を提起しな

いために確定判決を得るための法的手段を採ることができないわけですから、この場合が

正義に反することに何ら変わりはないかと思われます。検察官は裁判官ではありません。

検察官が証拠不十分と判断したとしても、証拠不十分による確定判決と同視することはで

きません。仮に証拠不十分であるために確定判決に代わる証明が認められなければ、再審

開始決定が認められないということになるだけのことでして、そもそも、確定判決に代わ

る証明を許さないという理由はないと思われます。 

  「（３）」の要件、確定判決による証明が要件とされていることの整合性についてですが、

先ほど説明したとおりですけれども、刑訴法４３７条の趣旨は、確定判決が得られる証拠

はあるのに、検察官が公訴を提起しないために、確定判決を得るための法的手段を採るこ

とができない場合には、確定判決による証明を許さなければ正義に反するということであ

ると理解しております。第６回会議でも引用しましたが、大審院の昭和１６年４月８日の

判例は、「偽証被疑事件は犯罪の嫌疑なきものとして不起訴処分となり、これがために同

人の前記証言が偽証なることにつき確定判決によりこれを証明することあたわざるものな

ることを看取し得る」と判示しておりますが、この判例の趣旨は、要するに犯罪の嫌疑な

しの不起訴処分があるので、結果的に確定判決の証明ができないことを看取できると言っ

ているだけですから、一律に不起訴処分の場合は刑訴法４３７条ただし書の場合に当たる

と言っているわけではないと理解できます。 

  ただ、徳島ラジオ商事件の徳島地裁昭和３５年１２月９日決定は、この大審院判例を引用

して、犯罪の嫌疑がないという理由で公訴が提起されていない場合は、刑訴法４３７条た

だし書の証拠がないという理由によって確定判決を得ることができないときに該当すると、

こう判示しているものですから、不起訴処分の場合も刑訴法４３７条ただし書に当たると

読めますので、この場合を除外しなければならないのではないかということです。 

  「（４）」の迅速な事件処理への影響ということですが、第６回会議において、宮崎委員

から、再審請求が大幅に増加するのではないかという指摘がありましたが、先ほど申しま

したように、あらゆる場合に確定判決に代わる証明を認める必要はないわけです。確定判

決が得られる証拠はあるのに、検察官が公訴を提起しない処分、不起訴処分をしたために、

確定判決を得ることができない場合に限って、確定判決に代わる証明を認めればよいと考

えますと、再審請求が大幅に増加することはないと考えます。 

○大澤部会長 ほかに御意見・御発言ございますでしょうか。 

○宇藤委員 私からは、刑事訴訟法第４３７条ただし書を削除するということについて、反対

の意見を述べさせていただきます。 



- 26 - 

  まず、先ほどの田岡幹事の御発言でもございましたように、仮に、ただし書をそのまま削

除するという形での改正をしますと、無罪の判決の場合についてもこの本文が適用される

ことになりますので、少なくともそのままということではいけないだろうと思われます。

その上で、検察官が不起訴としたがゆえに確定判決を得られなかった場合についても、や

はり疑問と考えております。 

  第６回会議における鴨志田委員あるいは田岡幹事の御指摘、またただいまの田岡幹事の御

指摘からも、個別事案における不起訴処分について、かなりいろいろと問題があったとい

うことは、確かであると認識いたしておりますが、それでも賛成しかねます。一つには、

教科書的になりますが、検察官による起訴猶予を含む不起訴処分は、それ自体として確定

力を有するものではありません。だからこそ、刑事訴訟法第４３７条ただし書に含まれる

ものと解されてきたものと存じます。 

  それに加えて、既に検察審査会制度や付審判制度を通じて、検察官が不起訴としたことを

是正する可能性が整備されております。特に、検察審査会については、先ほども田岡幹事

の御指摘にあったように、この間、起訴議決の制度が整備されてきています。このような

ところを踏まえますと、起訴の可能性が塞がれたというわけではありませんので、刑事訴

訟法第４３７条ただし書をそのまま全体として削除することには賛成しかねます。 

○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 

○村山委員 確かに、不起訴がその後起訴になるということはあり得ることなので、不起訴だ

としても、それで再度起訴されることが考えられると言われればそうなんですけれども、

そうなると、いつまで待つんですかって話になってしまって、結局時効の問題とか何とか

ってありますよね。そういうことを考えると、やはり再審請求人の方でアクションができ

ないと、事実上再審請求の、再審としては動かないということになってしまうので、やは

りそういう制度設計はまずいのではないかと思います。 

  このただし書を全部削除するということは、私も無罪判決のことを考えて無理だと思って

いますので、司法判断を経ていない不起訴の場合には、やはり確定判決に代える証明を許

すということが必要だと思います。それは、検察審査会制度というのが強化されたという

のは私も承知しておりますけれども、やはりそれでもそういう道がないと、再審請求した

いという者からして、実際に犯罪になっているのは明らかだと考えて、それなりの証拠が

あるにもかかわらず、検察官が動かないということによって再審請求ができない。また、

検査審査会にかかっていても、やはり結論が出るまで時間掛かりますので、再審請求する

という、早くしたいという場合には、やはり妨げになるわけですよね。そういう場合に、

請求できるような形にしておく必要があると思います。 

  また、立法事実としても、前回この問題を議論したときに、そういった徳島ラジオ商事件

のような典型的な事例だけではなくて、ほかにもあり得るということも当然ありますので、

規定としてはそういう形で、不起訴の場合にはできるという形に改める必要があると、こ

れは、私は非常に強く思っているところです。 

○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 

○成瀬幹事 私は、刑事訴訟法第４３７条ただし書を改めるべきではないという宇藤委員の御

意見に賛成するものであり、その立場から意見を申し上げます。 

  第６回会議において村山委員から、「検察官が、検察官や警察官の職務犯罪を起訴するこ
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とは事実上困難であると考えられることからすると、これらの犯罪の事件が『嫌疑不十分』

を理由として不起訴処分とされた場合については、確定判決に代わる証明を認める必要が

ある」旨の御意見を示されました。 

しかし、検察官による不起訴処分については、その不当の是正を目的とする制度として、

検察審査会への審査申立てや裁判所への付審判請求といった制度が設けられており、検察

官による不起訴処分に不服があるときは、これらの制度によるべきであると考えられます。 

  先ほど田岡幹事から、「『嫌疑不十分』を理由とする不起訴処分がされた事案において、

検察審査会が不起訴不当の議決をした場合でも、徳島ラジオ商殺し事件のように、検察官

が公訴を提起しない場合があり、その場合には確定判決を得ることができないから、それ

に代わる証明を認める必要がある」旨の御意見も示されました。 

しかしながら、現行法では、「嫌疑不十分」を理由とする不起訴処分がなされた場合に

ついても、検察審査会は、起訴を相当と認める場合には起訴相当の議決をすることができ、

その上で、更に検察官が「嫌疑不十分」を理由として不起訴処分をした場合においては、

起訴議決をすることができますので、検察官が「嫌疑不十分」を理由とする不起訴処分を

した場合であっても、確定判決を得るための法的手段自体は存在します。村山委員から、

検察審査会の審査には時間が掛かるという御指摘もありましたが、たとえ一定の時間が掛

かるとしても、このルートをたどって確定判決を得るための法的手段を尽くすことが、法

律上求められていると考えます。 

このような仕組みの中で、検察審査会が起訴相当の議決をせずに不起訴不当の議決をし

たのであれば、その後に検察官が「嫌疑不十分」を理由として不起訴処分を維持し、最終

的に確定判決を得ることができない事態になったとしても、不当ではないと思われます。 

  よって、ただいまの田岡幹事や村山委員の御説明を伺っても、御提案のような規律を設け

る必要性・相当性は認められないと考えます。 

○大澤部会長 ほかに御発言はございますでしょうか。 

○田岡幹事 先ほど成瀬幹事から、起訴相当議決をすればよいのではないかという御指摘があ

りましたが、念のために徳島ラジオ商事件の事実関係を確認しておきますと、第５次再審

開始決定に係る徳島地裁昭和５５年１２月１３日決定によると、検察審査会は、昭和３４

年１０月２０日に不起訴処分は不当であり、偽証罪により起訴するのを相当とする旨の議

決を１回しているんですね。その後さらに、第２次再審請求における証言に関して、検察

審査会は、昭和３７年１０月２４日に起訴相当の議決をした、と決定文に書いてあります。

としますと、これは、検察審査会は起訴相当議決をしている事案でありまして、検察官も

２回目の起訴相当議決に関しては起訴猶予処分にしている事案なんですね。にもかかわら

ず、第２次再審請求は、確定判決に代わる証明は認められないという理由で、昭和３５年

１２月９日決定で、棄却されてしまった。そのために、新証拠の発見を待たなければなら

なかったということでございまして、起訴相当議決をしても、当時は強制起訴の制度はあ

りませんでしたし、また検察官がそれを尊重することもありませんでしたので、結果とし

て起訴がなされなかった事件であるということは、まず確認しておきたいと思います。 

  その上で、宇藤委員が先ほど検察官の不起訴処分には確定力がないとおっしゃられました。

確かにそのとおりで、いつでも再起をして起訴することができるわけですけれども、問題

はそのような状態にある場合に、果たして裁判所の確定判決と同じように扱って、証拠が
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ないという理由によって確定判決を得ることができないときに当たるといえるのかどうか

ということなのではないでしょうか。例えばですけれども、検察官が公訴提起しない場合

でも、公訴時効が完成したらば、その場合には確定判決による証明が認められるのか、そ

れとも検察官は一旦証拠不十分、嫌疑不十分によって不起訴処分にしているのだから、公

訴時効が完成したとしてもなお証明を許さないのかといった問題が考えられまして、徳島

ラジオ商事件の徳島地裁昭和３５年１２月９日決定を素直に読むと、検察官が嫌疑なしの

不起訴処分をしたら、刑訴法４３７条ただし書の証拠がないという理由によって確定判決

を得ることできないときに当たるのだと読めますので、このような場合には、そもそも公

訴時効が完成しようが、確定判決に代わる証明を許さない趣旨に読めてしまうんですね。

それはやはり不当なのではないでしょうか。検察官は裁判官でありませんので、検察官の

不起訴処分は確定判決の無罪判決とは異なるわけですので、このような場合は刑訴法４３

７条ただし書の確定判決に代わる証明を許さない場合に当たると考える理由はないように

思います。 

○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 

○村山委員 先ほど、検査審査会の議決の重みというような趣旨の御発言があったと思うんで

すけれども、確かにそれはそのとおりだと思うんですが、やはり検察審査会の議決という

のは、別に裁判所の司法判断ではないということなので、そこで拘束されるのはどうなの

かという問題は当然残ると思います。そういうことを考えると、やはり不起訴の場合に、

証明を許すという形にしないと、全体としても運用が難しい。特に再審請求人から手が出

せるかどうかという観点に立ったときに、検察審査会なり審判なりに申し立てるというの

は、それは一つの方法かもしれませんけれども、それは確定判決を得るための方法であっ

て、再審請求に直接結び付くわけではなくて、直接結び付く方法があり得る、不起訴にな

ったという形であり得るという場合に、それを許さないという理由はないんだろうと私は

思います。 

○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 

○成瀬幹事 ただいまの村山委員の御発言について、念のための確認で申し上げますが、刑事

訴訟法第４３７条の趣旨は、確定判決を得るための法的手段をとることができない例外的

な場合に確定判決に代わる証明を許す点にあります。よって、先ほど申し上げたように、

検察審査会の起訴議決のような確定判決を得るための法的手段がある場合には、同条の趣

旨は妥当しないと考えます。 

○村山委員 私もその前提で議論しているつもりなんですけれども。ただ、結局、再審請求人

側からはそういう方法を採ることができず、再審請求自体には手が出せない状態が続くわ

けですよね。そこを申し上げているつもりです。 

○大澤部会長 更に御発言はございますか。 

○池田委員 ただいまの議論を伺って、田岡幹事からは修正の御提案もあったところですけれ

ども、こちらの資料の「検討課題」に挙げられている「（２）」から「（４）」までの各

課題との関係で、趣旨との整合性については、成瀬幹事からも御指摘があったところです

し、「（３）」については、その他では確定判決による証明が要件とされているところで

すので、その例外を緩めることの合理性について、なお説明が足りていないのではないか

と考えられます。 
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  さらに、迅速な事件処理への影響にも課題があるとされていますけれども、ここを緩めた

ときにどのような影響が生じるのかということについて、懸念を解消するような御説明が

あったようには思われませんでしたので、なお、御提案を取り入れることは相当ではない

と考えております。 

○大澤部会長 更に御発言ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

             （一同異議なし） 

○大澤部会長 それでは、ここで休憩を取らせていただきたいと思います。 

 

             （休     憩） 

 

○大澤部会長 それでは、再開をさせていただきます。 

  次に、配布資料「１９」に沿いまして、「弁護人による援助」について審議を行いたいと

思います。この論点については、まず「第７」の「１ 再審請求審又はその準備段階にお

ける国選弁護制度を創設するか」について、検討課題全体をまとめて審議を行いたいと思

います。御意見等がある方は挙手をお願いします。 

○田岡幹事 私は、再審請求審及びその準備段階における国選弁護制度を創設することには賛

成ですけれども、準備段階に関して言いますと、必ずしも国選弁護制度とする必要はなく

て、裁判所に事件が係属する前の段階ですので、いわゆるリーガルエイドの仕組みにする

ことも考えられるのではないかと思いました。 

  その上で、まず「（１）」の制度を創設することの必要性ですが、第７回会議でも発言し

ましたが、日弁連改正案４４０条の２項及び３項の趣旨は、再審請求をするためには、事

実上・法律上の主張を構成したり、新証拠を収集する必要があるが、有罪判決の言渡しを

受けた者は法的知識が十分ではない者が多いことに加えて、身体を拘束されている場合が

多いから、再審請求人に弁護人の援助を受ける権利を保障するという趣旨であると理解を

しております。特に身体を拘束されている者が、裁判所不提出記録や証拠品の閲覧・謄写

をするとなれば検察庁に出向かなければならない、あるいは裁判所提出型であれば裁判所

に出向かなければならないということになりますが、弁護人を選任しなければ、これらの

閲覧・謄写をすることは事実上不可能ですので、裁判所不提出記録や証拠品の閲覧・謄写

の制度を設けるのであれば、弁護人の選任は不可欠と考えます。第１回会議でも指摘しま

したが、諮問第１２９号に「弁護人による閲覧及び謄写」と書いてありますが、これは弁

護人の存在が当然の前提とされていると理解できますので、費用のない者については国選

弁護人を選任する必要があるということがいえるかと思います。 

  その上で、第７回会議において、宇藤委員、成瀬幹事から、被疑者・被告人は公費負担で

弁護人の援助を受けることができている、つまり通常審段階では弁護人の援助を受けるこ

とができていると、再審は非常救済手続だと、また本格的な審理を要するものは一部にと

どまるのだという指摘がありました。ただ、確かに一部かも分かりませんが、第２回会議

のヒアリングで、東住吉事件の弁護人であった塩野参考人、袴田事件の弁護人であった間

参考人からの御説明がありましたように、現実に再審開始決定に至った事件を見れば、弁

護人の援助が不可欠であったということは、これはもう誰もが認めるところではないかと

思います。再審制度がそもそも必要ないという意見に立たない限り、再審制度を前提にす
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るのでしたら、再審段階における弁護人の援助が不可欠な事案があるということは、これ

は誰も否定できないのではないでしょうか。ただ、確かにそのような事件が一部かも分か

りませんので、私も全件で国選弁護人の選任が必要であるとは思いません。 

  第３回会議のヒアリングにおいて、髙橋正人参考人が、日弁連案を再審請求手続全件国選

弁護とする案として、これには反対であると発言しておられましたが、私の理解では、日

弁連改正案は全件国選弁護とする案ではないと理解をしております。日弁連改正案４４０

条２項ただし書は、再審請求が不適法であるとき又は再審請求の理由がないことが明らか

なときはこの限りでいないと規定しておりますので、この除外要件を適切に運用すれば、

全件に国選弁護人を選任することにはならずに、真に必要な事件に限定することは可能で

はないかと考えます。 

  また、第７回会議において、成瀬幹事、後藤委員から、同一理由によるものでいない限り、

何度でも再審請求をすることができて、実際に同一の者が繰り返し再審請求をする例も見

られるということから、公費支出の適正さの観点から相当性に疑問がある旨の指摘があり

ましたが、先ほど申しましたとおり除外要件を適切に運用すれば、累次の再審請求につい

て、請求に理由がないことが明らかなときは、国選弁護人を選任しないこともできると思

います。ただ、現実に袴田事件や福井事件のように、累次の再審請求で再審開始に至った

事例は存在しますので、単に累次の再審請求であるからといって、直ちに再審請求の理由

がないことが明らかであるとは言えないことは、当然のことかなと思います。 

  その上で、準備段階ですけれども、第７回会議において、後藤委員、江口委員、池田委員

から、準備段階ではいまだ再審請求の理由が明らかではないので、裁判官において、再審

の請求しようとする者に国選弁護人を付すかどうかを適切に判断することは困難であると

いう御指摘がございました。確かに、私も考えましたけれども、再審請求準備段階ではい

まだ裁判所に再審請求事件は係属しておりませんので、裁判所が国選弁護人を選任すると

いう仕組みにする必然性はないように思われました。日弁連改正案４４０条４項、５項は

「裁判所は」と書いてあるんですが、この裁判所が受訴裁判所でないとすると、どの裁判

所をいうのか、また、その際にどのような事実の取調べをして、国選弁護人の選任の要件

を判断するのかということが必ずしも明確ではありません。通常審であれば、勾留質問の

際に事実の取調べをすることはできますし、公訴提起後であれば裁判所が判断することが

できるのでしょうけれども、日弁連改正案４４０条の４項、５項の「裁判所」と言われる

ものがどこの裁判所なのかという問題は、確かにあるのかなと思いました。 

  その上で、第７回会議でも御紹介しましたが、日弁連は「刑事再審弁護活動に対する援助

に関する規程」というものを作りまして、弁護人に対してその費用を支援するという制度

を運用しております。これは、事実上リーガルエイドの仕組みと評価できるかと思います。

そこで、再審請求の準備段階は、再審請求審段階とは区別して、民事法律扶助や日弁連の

委託援助事業などのように、リーガルエイドの仕組みとして、法テラス、つまり日本司法

支援センターがその審査をして、再審請求準備のための弁護士費用などを援助する仕組み

としてはどうかなと考えております。確かに総合法律支援法を見ますと、民事法律扶助と

いう仕組みになっておりますので、民事、家事、行政手続が含まれますが、刑事は除外さ

れているということがあるんですけれども、総合法律支援法の１条の趣旨からしますと、

裁判その他法による紛争解決のための制度の利用を容易にするとともに、弁護士のサービ
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スを身近に受けられるようにするための総合的な支援の実施及び体制の整備に関する国の

責務が定められておりまして、再審請求は確かに行政手続には含まれないんですけれども、

検察官が勾留の請求あるいは公訴の提起をした場合に、防御をするという場面ではなくて、

再審請求人が自ら請求を起こして裁判所の判断を求める場面であることからしますと、む

しろ行政手続などに類似する側面もあるかと思います。そうだとしますと、これはリーガ

ルエイドの仕組みとした上で、法テラスが、その請求に理由があるかないかを審査をして、

その理由がある場合であり、かつ、法律扶助の趣旨に適合する場合には、弁護士費用等を

援助すると、このような仕組みにすれば、裁判所が必ずしも弁護人を選任するという仕組

みにする必要はなくなるのではないかなと考えました。 

  再審請求の準備段階において、このような国選弁護制度に代わるリーガルエイドの仕組み

が設けられることによって、再審請求前に新証拠を発見する可能性の有無というものが調

査ができますので、明らかに理由がない再審請求は、事前に再審請求を断念することにな

ると予想されまして、新証拠が発見されて再審請求理由が構成されたものだけが再審請求

に至るとしますと、先ほどから懸念されている、本格的な審理を要しない事件が増えてし

まうのではないかといった懸念も解消することができるのではないかなと考えております。 

○大澤部会長 ほかに御発言はございますでしょうか。 

○成瀬幹事 私は、再審請求審における国選弁護制度について意見を申し上げます。 

  第７回会議においても述べたとおり、再審手続は、通常審における弁護人による援助を含

む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について、例外的にこれを是正する非

常救済手続であることや、再審請求事件のうち、本格的な審理が必要となる事件はごく一

部にとどまることに照らすと、再審請求をした者について、通常審における被疑者・被告

人と同様に、公費の負担で弁護人を付す必要性が大きいとまで言うことは困難であると思

われます。 

また、同一の者が繰り返し再審請求をする例も見受けられることからすると、先ほど田

岡幹事から御提案いただいたように、日本弁護士連合会改正案の第４４０条第２項ただし

書によって、理由がないことが明らかな請求等を一部除くとしても、再審請求をした者に

公費の負担で弁護人を付すことには、公費支出の適正という観点から、なお相当性に疑問

が残っています。 

田岡幹事の本日の御意見を伺っても、これらの検討課題が解消されたとまでは言えない

ように思われます。 

  その上で、「再審請求をした者は、法的知識が十分でなく、独力で活動することは困難で

ある上、裁判所に提出された証拠については、刑事訴訟法第４０条第１項により弁護人の

みが閲覧・謄写できるのであるから、再審請求審における国選弁護制度は必要不可欠であ

る」という田岡幹事の御意見に対して、私の意見を申し上げます。 

  第３回会議において、元裁判官である中川参考人から、「裁判所は、再審請求に理由があ

ることがうかがわれるような事案においては、趣意書についての補正を促すなどして対応

している」旨の御発言があったように、裁判所は、再審請求者の法的知識が十分でないこ

とも踏まえつつ、適切に対応しているものと理解しています。私が調べた裁判例の中でも、

例えば、平成１２年１月１１日の東京高裁決定では、弁護人が選任されていない事案にお

いて、裁判所が再審請求者に意見陳述の機会を与えるに当たり、事実の取調べの結果等を
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記載した書面を送付する方法をとった旨が明記されていました。 

このような裁判所の運用を前提とすれば、法的知識が十分でない受刑者・死刑確定者等

であっても、独力で再審請求を行うことがおよそ不可能であるとまでは言えず、国選弁護

人がいない限り、裁判所に提出された証拠について意見の陳述を行うことができないとま

では言えないように思われます。 

○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 

○鴨志田委員 私の方からは、今回田岡幹事が新しく提案した件について、少し補足的に意見

を述べさせていただきたいと思います。 

  この再審請求の前段階での準備行為としての弁護人の援助というのは、実は非常に重要だ

と思っています。といいますのも、以前の論点の「８」の「（１）」のところで、スクリ

ーニング規定を設けるかという話のところでも問題になったとおり、スクリーニングの前

提として、ある程度の再審請求の準備段階での証拠へのアクセスと弁護人の援助というと

ころが前提とならないと、例えば、何度も例示として出てきている財田川事件のように、

深刻な冤罪事件であっても、当初の段階ではお手紙しか出てこなかったわけです。このよ

うに裁判所がそれを取り上げたから、幸運にも再審無罪まで最終的にいけたというような

ケースが、スクリーニング規定がかかることによって、はじかれてしまうというリスクが

ある。ですから、スクリーニング規定を置くのであれば、準備段階での弁護人の援助と、

ある程度の証拠の閲覧・謄写というところは前提とせざるを得ないと申し上げてきたとこ

ろです。 

  一方で、再審請求の準備段階での証拠の閲覧・謄写というのは、再審請求が始まってから

の弁護人の役割とはかなり違う側面もあると。要は、記録を見たり、その記録を探索した

りというような活動で、それは、例えば公文書の開示とか情報公開とか、こういったもの

に類する部分もあるように思います。ですから、これを再審請求後の弁護活動とは切り分

ける形で、再審請求を行おうとする者の記録の閲覧・謄写というか、その準備のための情

報収集というような形での弁護士の援助、これを弁護人と呼ぶかどうかというところも一

考の余地はあるように思います。 

  そのように準備段階での活動を特化するというような形になれば、総合法律支援法で現在、

民事、家事、行政に限定されている法律扶助、リーガルエイドについても、そのような特

殊性というか、刑事事件の弁護活動とは少し違う領域の情報収集活動のような形で、法律

扶助的な支援をするということで手当てをすることが現実的ではないかなと思います。 

  再審請求後の再審弁護活動については、先ほどのスクリーニング規定をかけるという形で、

国選弁護制度の適用を受ける事件、本格的な手続を要する事件かというところに、国選弁

護制度をつけるかどうかというところもかけられてくると、全体として、まずその準備段

階でのスクリーニング、これは総合法律支援法で法律扶助の対象になった場合には、ここ

の段階で全く見通しの立たないものについては、そもそも法テラスが審査で通さないとい

う形になりますね。ここで１回スクリーニングを通ることになりますし、また、それが手

当てがされた後で、再審請求がされた段階でのスクリーニング規定で、必要な事件がふる

いにかけられるということになれば、そのような事件について、やはり弁護人の補助と援

助というのは非常に重要性が高い、再審開始無罪になった事件で、私の知る限りで弁護人

がついていなかった事件というのはないと言っていいと思うんですけれども、そのような
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現状からすると、本格的な審理の必要な事件については当然弁護人の援助が必要で、それ

について、公費での国選という形での援助というのも当然に必要なってくると思います。 

  こういうふうに全体の流れの中で制度を検討していただくということが、必要なのではな

いかなと思う次第です。 

○大澤部会長 他に御発言はございますでしょうか。 

○池田委員 再審請求準備段階における弁護人の援助について、意見を申し上げます。 

  これまでの会議、あるいはただいまも鴨志田委員から、再審請求審において、本格的な審

理を要しない事案について、迅速な処理を可能とするスクリーニング制度を設けるのであ

れば、その準備段階における国選弁護、あるいは法律扶助とおっしゃいましたでしょうか、

何らかの形での公費の援助を受けた弁護士による支援を認める必要があるという御発言が

ありました。しかしながら、再審請求審における国選弁護を設けること自体の必要性、相

当性については、先ほど成瀬幹事が御指摘されたとおりの課題があるところ、それ以前の

再審請求をしておらず、再審請求をするか否かも不明である準備の段階において、援助に

支えられた弁護制度を設ける必要性、相当性については、私自身が第７回会議において述

べたとおり、あるいは江口委員や後藤委員からも御指摘があったように、より一層疑問が

残るところです。 

  裁判所において、その要否についての判断は難しいという問題が、法テラスが審査するこ

とによって解消されるのかということについても疑問が残るところであり、なお課題は解

消されていないのではないかと思われます。また、この点をおいても、これも第１０回会

議で申し上げたとおりですが、スクリーニングを可能とする規律は、裁判所による審理運

営に一定の指針を与えることにより、再審請求手続の円滑化・迅速化を図ろうとするもの

であって、これまでも終局裁判において行ってきた判断の一部を、手続の早期の段階で行

うこととするものにすぎず、そのような規律を設けること自体が再審請求者に実質的な不

利益を課すものではないと考えられますので、このような規律を設けることと、再審請求

審の準備段階における国選弁護制度の要否・当否との間に直接の関連性はないと考えてお

ります。 

○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 

○村山委員 弁護人を付けるということについて、公費でというところが問題だと思うんです

けれども、記録の閲覧・謄写が弁護人によるとなってしまうと、結局私選で付けられない

請求人はどうなるのかという問題は解消されないと思うんですよね。そういう本格的な審

理を要すると思われる事件であっても、結局弁護人がいないとそういうことになってしま

うと。そもそも、やはり本格的な審理をするための再審請求書というのも、本人自身がど

こまで書けるかという問題はもちろんあるのですけれども、やはり閲覧・謄写の問題だけ

取ってみても、そこに非常に大きなものに突き当たってしまうんではないかと。そうする

と、何らかの形で弁護人というものを付けるという制度を作らなければいけないんだろう

と思います。 

  問題はその付け方なんですけれども、確かに準備段階では裁判所は分からないではないか

と言われれば、確かに分からないだろうなと思いますので、そこは難しいかなとは思いま

す。そこで、田岡幹事の提案はリーガルエイドということで、枠組みということで、確か

にリーガルエイドのところまで、この部会で答申できるのかというのはちょっと私もよく
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分からないんですけれども、制度的な枠組みとしては、扶助的な問題で解決できるんでは

ないかと、諸外国でもそういうふうにやっているという例は聞いたことがありますので。

そういうような形で、準備段階の弁護人を手当てする方向で議論するというのは必要だと

思いますし、あとやはり、請求段階では、何らかの形で国選弁護制度というのを導入しな

いと、一向にその閲覧・謄写の問題とか、それから再審請求事件の円滑・適正な解決に至

らないという可能性は非常に高いと思います。 

  開始決定になって無罪になった事件は、みんな弁護人が付いている事件であります。それ

は逆に言うと、本来は開始決定が出なければいけない事件でも、弁護人が付いていないが

ために開始決定に至っていない事件もあるのではないかと、私は思っておりまして、そう

いった事件について、今の形でいくと、言葉は悪いんですけれども、切り捨ててしまって

いるような形になっているんではないかということが危惧されます。そういう意味でも、

何らかの形で国選弁護という制度を入れなければいけないと。ただ、付けるに当たっては、

その請求後に判断をしてという、請求後になれば、どういう理由かというのは分かるとい

うことは一つ言えると思いますので、そういう形で国選弁護というのはどうしても必要だ

ろうと思っています。 

○田岡幹事 先ほど池田委員から、リーガルエイドの仕組みにしたとして、適切に公費の支出

の相当性などを審査できるのだろうかという疑問がありました。この点は、今でも民事法

律扶助、つまり民事、家事、行政事件に関する手続や行政不服申立て手続に関して言えば、

法テラスが審査を行っておりまして、一般的には勝訴の見込みと資力要件と法律扶助の趣

旨に適合するときという要件の下に審査をして、援助を行っております。当然民事にも再

審はありまして、民事の再審の訴えを提起する場合、また家事にも再審がありまして、家

事の再審の申立てをする場合も、一律に少なくとも法律扶助の対象から除外されていると

いうことはなくて、勝訴の見込みがあるかないかということを審査しているわけです。ま

た、行政不服申立手続である審査請求、再審査請求や取消訴訟の提起についても、少なく

とも一律にこれらが除外されているということはなくて、勝訴の見込みがあるかないかを

審査しているわけです。その際には当然弁護士も加わった上で審査をして、公費の支出の

適正性、相当性を審査した上で、援助開始決定をしたものについては弁護士費用などを援

助すると、こういう仕組みになっておりますので、民事や家事や行政は審査できるのに、

刑事は審査できないというのは、ちょっと私には理解し難いところです。 

  ただ、もちろん民事法律扶助は原則償還制をとっておりますので、弁護士費用を出したと

しても、分割払いで償還してもらうのが原則で、生活保護の方などでいない限りは、償還

が猶予・免除されないといった限界がございますので、国選弁護制度のように、いわゆる

原則渡し切りで、訴訟費用の負担が命じられない限り本人負担にならないということには

なっておりませんけれども、これは民事法律扶助の仕組みに合わせるのか、それとも別の

仕組みにするのかということによるんでしょうが、そういった自己負担が一定の場合に生

じ得るとしますと、逆にスクリーニング的な機能を果たすこともあり得るのかなと考えら

れますから、審査をした上で、その費用を支出するとし、さらに、一定の場合に自己負担

もあり得ると、こういう仕組みにすれば、リーガルエイドの仕組みを整備することはでき

るのではないかと思います。 

○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 
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             （一同異議なし） 

○大澤部会長 それでは、１番目の論点はこの程度ということにさせていただき、「第７」の

「２ 再審請求審又はその準備段階における弁護人等との接見交通に関する規律を設ける

か」について審議を行いたいと思います。この論点につきましては、検討課題全体をまと

めて審議を行いたいと思います。御意見等がある方は挙手をお願いします。 

○田岡幹事 私は、再審請求審及びその準備段階における弁護人等との接見交通に関する規律

を設けることに賛成です。この問題は、面会いわゆる接見と、信書の発受、差入れ及び宅

下げ、あるいは書類や物の授受に分けた上で、いずれについても秘密交通権が保障される

べきであると考えます。なお、規定の仕方については、必ずしも３９条１項、２項の準用

にこだわるわけではなくて、別途刑訴法４４０条に項を設けるということでもよいかとは

考えております。 

  その上で、まず「（１）」の規律を設けることの必要性ですが、第７回会議でも発言しま

したように、刑訴法３９条は「被告人又は被疑者」と規定しているために、再審請求人及

び再審請求しようとする者と弁護人又は弁護人となろうとする者との面会や信書の発受に

ついて、接見交通権の保障が及ばないと一般的には理解されております。しかし、再審請

求人や弁護人が立会人なくして面会をし、また書類の授受をすることができなければ、実

質的には弁護士の援助を受けることができませんので、再審請求人に弁護人選任権を保障

した趣旨がありません。したがいまして、面会と信書の発受に関して秘密交通権、つまり

立会人なくして弁護人と面会をしたり信書を発受することが不可欠であります。 

  この点に関して、平成２５年の最高裁判所の決定がありまして、第７回会議で池田委員か

ら、この面会の場面に限定して平成２５年決定にのっとり運用されているのであれば、別

途規律を設ける必要はないのではないかという指摘がございました。しかし、この点は既

に第７回会議で発言したとおりですけれども、現実には弁護人が再審請求人との面会を申

し込んだとしても、刑事施設はそもそもこれを接見としては扱っておりません。受刑者の

場合には刑事収容施設法１１２条、死刑確定者の場合には刑事収容施設法１２１条の規律

に従って運用しておりますので、例えば、死刑確定者の場合で言えば、１２０条１項５号

の「訴訟の遂行その他死刑確定者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に関する用務

の処理のため面会をすることが必要な者」に当たらない限りは、そもそも面会は許可され

ませんし、同法１２１条により面会を許可する場合でも、原則は職員を立ち会わせること

になっておりまして、例外的に、ただし書の場合に立会いを省略すると、「立会い等省略

面会」と呼ばれておりますが、このようになっておりまして、特段の事情がある場合には、

原則どおり職員を立ち会わせると、こういう解釈が採られているために、必ずしも立会い

がなされないという保証はありません。そのために、国家賠償請求訴訟が何度も提起され

て、国家賠償法上違法であるという判決が出ており、またさらに、仮の差止めまでなされ

ているのに、それを無視して立ち会わせたために、また国家賠償請求訴訟が提起されて、

国家賠償法上違法とされるといったことが繰り返されております。 

  そうしますと、問題の立て方として、「検討課題」には、刑事収容施設法において規律が

あるのに、どうして別途規律を設ける必要があるのかということになっておりますけれど

も、これは逆でありまして、なぜ刑事収容施設法に規律があるのに、秘密接見が認められ

ない場合が続出していて、かつ、それが国家賠償法上違法という判決が相次いでいるのに、
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なおそれで十分と考えるのかと、なぜ別途規律を設ける必要がないのかということが、問

題とされるべきなのではないでしょうか。 

  その上で、問題が大きいのは、面会の場合よりも信書の発受なんですね。面会は、立会い

があっても一応コミュニケーションが取れますので、コミュニケーションが全くできない

というわけでありません。ところが、信書の発受の方は、発信が許可されなかったり黒塗

りされますと、そもそもコミュニケーションが取れませんので、再審請求をしたいという

手紙の発信が許可されませんと、再審請求のために弁護人を依頼することすらできないわ

けです。 

  そこで、信書の発受の問題について改めて申し上げますと、これは、刑事収容施設法上は、

面会と信書の発受は別の外部交通に位置付けられておりまして、これには平成２５年判決

の射程が及ばないと理解されているものから、再審請求人が弁護人又は弁護人になろうと

する者に信書を発信するという場合には、受刑者の場合は刑事収容施設法１２６条、死刑

確定者の場合には１３９条により規律されておりまして、死刑確定者の場合には、原則は

信書の発信は許可されないわけですね。例外的に許可されるわけです。死刑確定者の場合

は、刑事収容施設法１３９条１項２号の「訴訟の遂行その他死刑確定者の身分上、法律上、

業務上重大な利害に関わる用務の処理のために発受する信書」、これに当たらない限り、

原則信書の発信は許可されません。したがいまして、死刑確定者が再審請求のために弁護

人又は弁護人になろうとする者に発信する文書が削除されたり、あるいは黒塗りにされた

りといった、違法な処分が後を絶ちません。 

  第７回会議でも御紹介しましたが、寝屋川中１男女殺害事件における大阪高裁令和７年９

月１９日判決は、死刑確定者が弁護士に宛てて再審請求の弁護人になってほしいと書いた

書簡を発信しようとしたところ、その部分を削除又は抹消された措置が、国家賠償法上違

法とされた事例です。この事件について、代理人弁護士から判決を提供してもらいました

ところ、例えばですけれども、「再審請求弁護人宛信書も刑事収容施設法１２９条１項３

号で抹消された、この手紙も抹消される可能性がある」という部分が削除されたり、「い

ろいろと相談したいので、○○弁護士には再審請求弁護人になってほしい」などという部

分が削除されたりしているわけです。この部分を削除することが、果たして刑事施設の規

律・秩序の維持や受刑者の矯正処遇の適切な実施、死刑確定者を身上把握のために本当に

必要だったのでしょうか。こういうことが行われているということ自体が、別途規律を設

ける必要性を示しているんではないでしょうか。 

  そもそもですけれども、検討課題には、刑事施設の規律・秩序の維持等のためにこういう

規律を設ける必要性があるんだとされていますが、信書の発受に関して言いますと、死刑

確定者の場合には、刑事収容施設法１３９条１項各号に該当しない限り、信書の発信が許

可されませんので、１２９条１項３号のように、刑事施設の規律・秩序を害する結果を生

ずるおそれがあるときに当たらなくても、許可されない場合があるということが問題なん

です。先ほどのような１２９条１項３号の場合は、規律・秩序の維持のために必要がある

ということで差し止められているわけですが、そうではなくて、寝屋川中１男女殺害事件

の死刑確定者の弁護士宛の手紙は、そもそも「重大な利害に関する用務の処理」に当たら

ないということで発信が許可されていないわけですので、規律・秩序の維持のために禁止

されているわけではなくて、刑事収容施設法によると、原則発信は許可されないから許可
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されていないという問題であることを、まず正しく御理解いただきたいと思います。 

  その上で、このような手紙が黒塗りにされますと、そもそも再審請求しようとする者が、

弁護士に再審請求を依頼しようとしても、その弁護士にお手紙を送ることすらできず、そ

の弁護士が面会に来てくれることもありませんので、結果的に再審請求のために弁護士を

依頼することができず、弁護人選任権を依頼した意味はなくなってしまうんではないでし

ょうか。これはちょっとうがった見方かもしれませんが、刑事施設は再審請求や国家賠償

請求訴訟を提起されると困るから、弁護士宛ての手紙を黒塗りしたんではないかと疑われ

ても仕方がないのではないかと思います。このような実情があることこそが、再審請求人

と弁護人の間の秘密交通権を保障する必要性を示す立法事実であると考えております。 

○大澤部会長 ほかに御発言はございますでしょうか。 

○池田委員 検討課題「１」について意見を申し上げます。 

  まず、これまで第７回会議でも申し上げておりますとおり、刑事収容施設法は、受刑者・

死刑確定者の面会について、それらの者の利益及び刑事施設の規律・秩序の維持の要請等

の双方を考慮した上で、適切な範囲で秘密面会を認めることとされておりまして、それ自

体として合理的な内容の規律であることから、改めて別途規律を設ける必要はないと考え

ております。また、これまでの会議で田岡幹事が御紹介された問題のある事例というもの

は、個別の事案における運用の在り方であって、刑事収容施設法の規律自体に問題があっ

たことを示すものではないものと思われます。したがって、田岡幹事の御意見を踏まえて

も、ここに掲げられている検討課題は解消されていないと考えます。 

  併せて田岡幹事からは、信書の発受についても、被疑者・被告人と同様の接見交通権に関

する規律を設ける必要がある旨の御意見を示していただきました。既に御指摘があったと

ころですけれども、刑事収容施設法は、第１２６条において、刑事施設の長は、受刑者に

対し、一定の場合を除き、信書の発受を許すものとする旨を規定し、また、第１３９条に

おいて、刑事施設の長は、死刑確定者に対し、一定の場合を除き、死刑確定者の身分上、

法律上又は業務上の重大な利害に関わる用務の処理のため発受する信書等について発受を

許すものとする規定を置いております。このように、受刑者・死刑確定者と弁護人等との

親書の発受についても既に規律が設けられております。このような信書の発受に関する規

律は、受刑者・死刑確定者については、その収容目的に照らし、外部交通が必要かつ合理

的な範囲内で制限されることを前提として、信書の発受についての受刑者・死刑確定者の

利益と刑事施設の規律・秩序の維持、矯正処遇の適切な実施、又は死刑確定者の心情を把

握する必要性等の双方を考慮した上で、適切な範囲で信書の発受を認める合理的な内容と

なっていると考えられるところです。 

  もちろん、田岡幹事が指摘されたような違法、不当と評価されるような事案が生じている

ことは確かですけれども、法律の規定自体が、それを正面から許容するものでないという

ことも確かだと言わざるを得ないように思われます。したがいまして、別途信書の発受に

ついても規律を設ける必要はないと考えております。 

○大澤部会長 ほかに御発言はございますでしょうか。 

○成瀬幹事 第７回会議において、村山委員から、「受刑者・死刑確定者と弁護人等との秘密

面会を認めたとしても、施設上・処遇上の支障が生じることは考え難い」旨の御意見が示

されました。 
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しかし、私が調べた裁判例の中でも、例えば、令和４年７月２０日の東京地裁判決は、

刑事施設の長が、死刑確定者と弁護士との面会に職員を立ち会わせたことについての適法

性が争われた事案において、死刑確定者が、外部交通を許可されていない者らとの間のや

り取りについて、弁護士に仲介を依頼していたものと認められる旨を指摘し、死刑確定者

と当該弁護士との面会については、刑事施設の規律等を害する結果を生じさせるおそれが

あり、秘密面会を許さない特段の事情があると認めるのが相当である旨を判示しています。 

  この事例は、刑事施設内で自己が受けた処遇を理由とする国家賠償請求訴訟の打合せのた

めに弁護士と秘密面会をしようとした事案であって、再審請求の打合せのために弁護人等

と秘密面会をしようとした事案ではありませんが、受刑者・死刑確定者と弁護士との面会

であっても、秘密面会を認めることにより、施設上・処遇上の支障が生じる場合があり得

ることを示す実例ということができます。 

  このような実例があることも踏まえますと、やはり第７回会議で申し上げたとおり、受刑

者・死刑確定者と弁護人等との秘密面会の許否については、受刑者・死刑確定者の秘密面

会の利益を十分に尊重しつつも、秘密面会によって生じ得る施設上・処遇上の支障をも考

慮して判断されるべきであると考えます。 

○大澤部会長 それでは、更に御発言はございますでしょうか。 

○村山委員 今ほど成瀬幹事から御指摘いただきましたけれども、やはりそれは、そういうこ

とはあったんだと思いますけれども、私はその事例、申し訳ないですけれども、勉強不足

で知らなかったんですけれども、そういうことはあると思うんですけれども、だからとい

って、一律に禁止するんですかということは、当然言えると思うんですよね。 

  これは、公判段階でも、接見禁止になっているときに、弁護人は当然秘密面会できるわけ

ですけれども、そういう場合に、接見禁止対象者との関係で、伝言をするとか何とかとい

うと、それは非違行為だと思うんですけれども、そういうことはではないのかというと、

それはあり得ると思うんすよね。それと同じ類いではないかなと思います。 

  面会の点については、やはり秘密面会というのは必要だと思いますし、田岡幹事の考えだ

と、面会は面会でできるんだということは、それは確かにそうなんですけれども、信書の

方はシャットアウトされるというのが、やはり今ほどの説明で、私は、これはどうして刑

事収容施設法上そういう規制になっているのか自体が、ちょっと理解できないといいます

か、死刑確定者は非常に特別扱いしているということで、確かに死刑確定者は再審請求を

したいという要求は非常に強い人が多いと思います。そういう人に対して、その再審請求

を依頼したいという、そういう信書の発受すらも刑事施設の側で止められてしまうという、

そういう事態でいいのかということだと思うんです。それが、今の刑事収容施設法上は、

やはりそういう措置が許されるということで、そういう解釈で職員の方やっていると思う

んですよね。それが、確かに国賠が起きて違法だということに判断されているわけですけ

れども、それでもそういう事例が後を絶たないということは、やはり刑事施設の中では、

むしろそちらが優先すると理解されているのではないかと思います。ですから、そこの点

は改め必要があるのではないかと、そういうふうに私は今でも思っております。 

○成瀬幹事 村山委員の御発言の前半部分において、私が申し上げたような施設上・処遇上の

支障は、通常審段階の未決拘禁者と弁護人との秘密接見においても生じ得るものであり、

それにもかかわらず、刑事訴訟法第３９条第１項は秘密接見を一律に保障しているのだか



- 39 - 

ら、既決拘禁者についても同様の保障ができるのではないかという趣旨の御意見が示され

ましたので、その点について補足して申し上げたいと思います。 

  村山委員が御指摘のとおり、身柄拘束されている被疑者・被告人と弁護人の秘密接見にお

いても、刑事施設の規律等を害する行為がなされるおそれは存在します。実際にも、身柄

拘束中の被疑者・被告人が、立会人のいない接見室において、弁護人のスマートフォンを

使って外部の人間と会話をした事例があると承知しております。 

刑事訴訟法第３９条第１項は、弁護人との秘密接見にこのような弊害発生のリスクが伴

うことを認識しつつも、未決段階にある被疑者・被告人の防御権の重要性をあえて優先し

て、一律に秘密接見の権利を保障したものと理解すべきでしょう。 

  これに対して、現在議論しているのは確定有罪判決を受けた受刑者・死刑確定者であり、

未決段階の被疑者・被告人とは法的地位を異にしています。そのため、受刑者・死刑確定

者が再審請求のために弁護人等と秘密面会をする利益は十分に尊重されるべきであるとし

ても、先に申し上げた弊害発生のリスクを甘受して、秘密面会の利益を一律に優先すべき

とまでは言えず、やはり秘密面会によって生じ得る施設上・処遇上の支障を考慮せざるを

得ないと考えます。 

○大澤部会長 更に御発言ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

             （一同異議なし） 

○大澤部会長 それでは、この「２」についてはこの程度とさせていただきます。 

  以上で本日予定していた審議は、終了しました。 

  本日の審議をもちまして、２巡目の議論としては一通りの御意見を頂いたものと認識して

おりますが、今後の議論の進め方について、皆様にお諮りさせていただきます。 

  当部会におけるこれまでの議論の状況を見ますと、具体的な規律の在り方に関して、一定

程度の認識の共有がなされた項目がある一方で、なお法整備の要否・当否や具体的な規律

の在り方について御意見の隔たりがあり、いまだ検討課題を克服するには至っていない項

目もあるように思われます。他方で、諮問をされた法務大臣が、できる限り早期の答申を

期待する旨述べられており、当部会における調査審議に掛けることができる時間にも制約

があることなども踏まえますと、そろそろ意見の集約を図っていかなければならない時期

にきているように思われます。 

  そこで、３巡目の議論においては、部会長であります私の責任の下で、事務当局に、これ

までの議論を踏まえて、意見の集約に向けたたたき台となる資料を作成してもらい、次回

以降は、それに基づいて更に議論を深めることとしていきたいと存じます。 

  そのような方針とすることでよろしいでしょうか。 

             （一同異議なし） 

○大澤部会長 ありがとうございます。それでは、そのような形で今後の審議の準備を進めさ

せていただきます。 

  本日の会議における御発言の中で、特に公開に適さない内容にわたるものなかったと認識

しておりますが、具体的事件に関する御発言などもございましたので、非公開とすべき部

分があるかどうか等について精査をさせていただいた上で、そのような部分がある場合に

は、御発言なさった方の御意向なども確認した上で、該当部分について非公開とする等、

適宜の処理をしたいと思います。それらの具体的な範囲や議事録上の記載方法等につきま
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しては、部会長である私に御一任いただきたいと思います。 

  他方で、本日の配布資料につきましては、特に公開に適さない内容にわたるものはなかっ

たと思われますので、公開することとしたいと思います。 

  以上のような取扱いとさせていただくということでよろしいでしょうか。 

             （一同異議なし） 

○大澤部会長 ありがとうございます。 

  最後に、次回の日程につきまして、事務当局から説明をお願いします。 

○今井幹事 次回の第１３回会議につきましては、令和７年１２月１６日火曜日午前９時３０

分からを予定しております。また、次々会の第１４回会議につきましては、令和７年１２

月２３日火曜日午後１時３０分からを予定しております。詳細につきましては別途御案内

申し上げます。 

○大澤部会長 それでは、これにて閉会といたします。どうもありがとうございました。 

－了－ 


